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障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令  

                       平成18 ・ １ ・ 25 ・ 政令  １ ０ 号＝＝ 

改正平成18 ・ ３ ・ 31 ・ 政令 １ ５ ４ 号－－ 

改正平成18 ・ ３ ・ 31 ・ 政令 １ ５ ４ 号－－ 

改正平成18 ・ ８ ・ 30 ・ 政令 ２ ８ ６ 号－－ 

改正平成18 ・ ９ ・ 26 ・ 政令 ３ １ ９ 号＝＝ 

改正平成19 ・ ４ ・ １ ・ 政令 １ ５ ６ 号－－ ( 施行＝平19年 ４ 月 １ 日 )  

改正平成19 ・ ６ ・ 27 ・ 政令 １ ９ １ 号－－ ( 施行＝平19年 ７ 月 １ 日 )  

改正平成19 ・ ８ ・ ３ ・ 政令 ２ ３ ５ 号－－ ( 施行＝平19年10月 １ 日 )  

改正平成20 ・ ３ ・ 31 ・ 政令 １ １ ６ 号－－ ( 施行＝平20年 ４ 月 １ 日 )  

 

内閣は 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第18項 、 第 ７ 条 、 第 ８ 条第 １ 項 、 第16条第 １ 項及び第18条 （ こ

れらの規定を同法第26条第 ３ 項において準用する場合を含む。）、第21条第 １ 項 （ 同法第24条第 ５ 項において準用する場合を含

む。）、第24条第 ３ 項及び第 ５ 項 、 第25条第 １ 項第 ４ 号 、 第27条 、 第29条第 ４ 項 、 第30条第 １ 項第 ３ 号 、 第33条第 １ 項及び第 ２

項 、 第36条第 ３ 項第 ５ 号 （ 同法第37条第 ２ 項 、 第41条第 ４ 項及び第59条第 ３ 項において準用する場合を含む 。） 及び第 ６ 号

（ 同法第37条第 ２ 項及び第41条第 ４ 項において準用する場合を含む。）、第37条第 ２ 項 、 第41条第 ４ 項 、 第50条第 １ 項第 ９ 号

（ 同法第68条第 ２ 項において準用する場合を含む。）、第52条第 ２ 項 、 第53条第 ２ 項 、 第54条第 １ 項 、 第56条第 ３ 項 、 第57条第

１ 項第 ４ 号 、 第58条第 ３ 項第 １ 号 、 第59条第 １ 項及び第 ３ 項 、 第60条第 ２ 項 、 第68条第 ２ 項 、 第73条第 ３ 項 、 第75条 、 第94条

第 １ 項 、 第95条第 １ 項 、 第98条第 ２ 項 、 第 103 条第 ２ 項 、 第 104 条 、 第 106 条並びに附則第 ５ 条第 ２ 項 、 第 ９ 条 、 第29条第 １

項 、 第37条第 １ 項 、 第55条第 １ 項及び第 122 条の規定に基づき 、 この政令を制定する 。  

 

第 １ 章  総  則 

（ 自立支援医療の種類 ）  

第 １ 条  障害者自立支援法 （ 以下 「 法 」 と い う 。） 第 ５ 条第18項の政令で定める医療は 、 次に掲げる ものとする 。  

一  障害児 （ 身体に障害のある者に限る 。） の健全な育成を図るため 、 当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必

要な医療 （ 以下 「 育成医療 」 と い う 。）  

二  身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第 ４ 条に規定する身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るた

め 、 当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療 （ 第41条において 「 更生医療 」 と い う 。）  

三  精神障害の適正な医療の普及を図るため 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） 第 ５ 条に

規定する精神障害者 （ 附則第 ３ 条において 「 精神障害者 」 と い う 。） に対し 、 当該精神障害者が病院又は診療所へ入院する

こ と な く 行われる精神障害の医療 （ 以下 「 精神通院医療 」 と い う 。）  

 

第 ２ 章  自立支援給付第 

第 １ 節  通  則 

（ 法第 ７ 条の政令で定める給付等 ）  

第 ２ 条  法第 ７ 条の政令で定める給付は 、 次の表の上欄に掲げる ものと し 、 同条の政令で定める限度は 、 同表の上欄に掲げる給

付につき 、 それぞれ 、 同表の下欄に掲げる限度とする 。  

健康保険法 （ 大正11年法律第70号 ） の規定によ る療養の給付並びに入院時食事療養費 、 入院時

生活療養費 、 保険外併用療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 移送費 、 家族療養費 、 家族訪問看

護療養費 、 家族移送費 、 高額療養費及び高額介護合算療養費 

船員保険法 （ 昭和14年法律第73号 ） の規定によ る療養の給付並びに入院時食事療養費 、 入院時

生活療養費 、 保険外併用療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 移送費 、 家族療養費 、 家族訪問看

護療養費 、 家族移送費 、 高額療養費及び高額介護合算療養費 

労働基準法 （ 昭和22年法律第49号 。 他の法律において例による場合を含む 。） の規定による療

養補償 

労働者災害補償保険法 （ 昭和22年法律第50号 ） の規定による療養補償給付及び療養給付 

船員法 （ 昭和22年法律第 100 号 ） の規定による療養補償 

災害救助法 （ 昭和22年法律第 118 号 ） の規定による扶助金 （ 災害救助法施行令 （ 昭和22年政令

第 225 号 ） の規定による療養扶助金に限る 。）  

消防組織法 （ 昭和22年法律第 226 号 ） の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害

補償の基準を定める政令 （ 昭和31年政令第 335 号 ） の規定による療養補償に限る 。）  

消防法 （ 昭和23年法律第 186 号 ） の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の規定によ る療養補償に限る 。）  

水防法 （ 昭和24年法律第 193 号 ） の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償

の基準を定める政令の規定によ る療養補償に限る 。）  

国家公務員災害補償法 （ 昭和26年法律第 191 号 。 他の法律において準用し 、 又は例による場合

を含む 。 以下この表において同じ 。） の規定による療養補償 

警察官の職務に協力援助し た者の災害給付に関する法律 （ 昭和27年法律第 245 号 ） の規定によ

る療養給付 

海上保安官に協力援助し た者等の災害給付に関する法律 （ 昭和28年法律第33号 ） の規定による

療養給付 

公立学校の学校医 、 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 （ 昭和32年法律第

143 号 ） の規定による療養補償 

受ける こ とができ る給付 
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証人等の被害についての給付に関する法律 （ 昭和33年法律第 109 号 ） の規定による療養給付 

国家公務員共済組合法 （ 昭和33年法律第 128 号 。 他の法律において準用し 、 又は例による場合

を含む 。） の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費 、 入院時生活療養費 、 保険外併用

療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 移送費 、 家族療養費 、 家族訪問看護療養費 、 家族移送費 、

高額療養費及び高額介護合算療養費 

国民健康保険法 （ 昭和33年法律第 192 号 ） の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費 、

入院時生活療養費 、 保険外併用療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 特別療養費 、 移送費 、 高額

療養費及び高額介護合算療養費 

災害対策基本法 （ 昭和36年法律第 223 号 ） の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る

損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当する もの又は災害救助法施行令の規

定による療養扶助金に相当する ものに限る 。）  

地方公務員等共済組合法 （ 昭和37年法律第 152 号 ） の規定による療養の給付並びに入院時食事

療養費 、 入院時生活療養費 、 保険外併用療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 移送費 、 家族療養

費 、 家族訪問看護療養費 、 家族移送費 、 高額療養費及び高額介護合算療養費 

地方公務員災害補償法 （ 昭和42年法律第 121 号 ） の規定による療養補償 

高齢者の医療の確保に関する法律 （ 昭和57年法律第80号 ） の規定による療養の給付並びに入院

時食事療養費 、 入院時生活療養費 、 保険外併用療養費 、 療養費 、 訪問看護療養費 、 移送費及び

高額医療費 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 （ 平成 ６ 年法律第 117 号 ） の規定による医療の給付

及び一般疾病医療費 

介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） の規定による介護給付 、 予防給付及び市町村特別給付 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （ 平成16年法律第 112 号 ） の規

定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養

補償に相当する もの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当する ものに限る 。）

船員保険法の規定による介護料 

労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 

消防組織法の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

規定による介護補償に限る 。）  

消防法の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定

による介護補償に限る 。）  

水防法の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定

による介護補償に限る 。）  

国家公務員災害補償法の規定による介護補償 

警察官の職務に協力援助し た者の災害給付に関する法律の規定による介護給付 

海上保安官に協力援助し た者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付 

公立学校の学校医 、 学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護

補償 

証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付 

災害対策基本法の規定による損害の補償 （ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の規定による介護補償に相当する ものに限る 。）  

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 （ 平成 ７ 年法律第35号 ） 附則第 ８ 条の規定によ

り なおその効力を有する ものと される同法附則第 ７ 条の規定による改正前の炭鉱災害による一

酸化炭素中毒症に関する特別措置法 （ 昭和42年法律第92号 ） 第 ８ 条の規定によ る介護料 

地方公務員災害補償法の規定による介護補償 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償 （ 非常

勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当する ものに限

る 。）  

受ける こ とができ る給付

（ 介護に要する費用を支

出し て介護を受けた部分

に限る 。）  

（ 法第 ８ 条第 １ 項の政令で定める医療 ）  

第 ３ 条  法第 ８ 条第 １ 項の政令で定める医療は 、 育成医療及び精神通院医療とする 。  

 

第 ２ 節  介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費 、 特例訓練等給付費 、 高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別 

給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 

第 １ 款  市町村審査会 

（ 市町村審査会の委員の定数の基準 ）   

第 ４ 条  法第16条第 １ 項に規定する市町村審査会 （ 以下 「 市町村審査会 」 と い う 。） の委員の定数に係る同項に規定する政令で

定める基準は 、 市町村審査会の障害程度区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案し て 、 各市町村 （ 特別区を含む 。 以下

同じ 。） が必要と認める数の第 ８ 条第 １ 項に規定する合議体を市町村審査会に設置する こ とができ る数である こ と とする 。  

（ 委員の任期 ）  

第 ５ 条  委員の任期は 、 ２ 年と する 。 ただ し 、 補欠の委員の任期は 、 前任者の残任期間とする 。  

２  委員は 、 再任される こ とができ る 。  

（ 会長 ）  

第 ６ 条  市町村審査会に会長 １ 人を置き 、 委員の互選によ っ て これを定める 。  

２  会長は 、 会務を総理し 、 市町村審査会を代表する 。  

３  会長に事故がある と きは 、 あらかじめその指名する委員が 、 その職務を代理する 。  
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（ 会議 ）  

第 ７ 条  市町村審査会は 、 会長が招集する 。  

２  市町村審査会は 、 会長及び過半数の委員の出席がなければ 、 これを開き 、 議決をする こ とができない 。  

３  市町村審査会の議事は 、 出席し た委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと きは 、 会長の決する と こ ろによる 。  

（ 合議体 ）  

第 ８ 条  市町村審査会は 、 委員の う ちから会長が指名する者を も っ て構成する合議体 （ 以下この条において 「 合議体 」 と い

う 。） で 、 審査判定業務 （ 法第26条第 ２ 項に規定する審査判定業務をい う 。） を取り扱 う 。  

２  合議体に長を １ 人置き 、 当該合議体を構成する委員の互選によ っ て これを定める 。  

３  合議体を構成する委員の定数は 、 ５ 人を標準と し て市町村が定める数とする 。  

４  合議体は 、 これを構成する委員の過半数が出席し なければ 、 会議を開き 、 議決をする こ とができない 。  

５  合議体の議事は 、 出席し た委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと きは 、 長の決する と こ ろによる 。  

６  市町村審査会において別段の定めを し た場合のほかは 、 合議体の議決を も っ て市町村審査会の議決とする 。  

（ 都道府県審査会に関する準用 ）  

第 ９ 条  第 ４ 条から前条までの規定は 、 法第26条第 ２ 項に規定する都道府県審査会について準用する 。 この場合において 、 第 ４

条中 「 各市町村 （ 特別区を含む 。 以下同じ 。）」 と あるのは 「 各都道府県 」 と 、 前条第 ３ 項中 「 市町村 」 と あるのは 「 都道府

県 」 と読み替える ものとする 。  

 

第 ２ 款  支給決定等 

（ 障害程度区分の認定手続 ）  

第10条  市町村は 、 介護給付費及び特例介護給付費の支給決定 （ 法第19条第 １ 項に規定する支給決定をい う 。 以下同じ 。） を受

けよ う とする障害者から法第20条第 １ 項の申請があった と きは 、 同条第 ２ 項の調査 （ 同条第 ６ 項の規定によ り嘱託された場合

にあっ ては 、 当該嘱託に係る調査を含む 。） の結果その他厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し 、 当該障害者に

ついて 、 その該当する障害程度区分に関し審査及び判定を求める ものとする 。  

２  市町村審査会は 、 前項の規定によ り審査及び判定を求められた と きは 、 厚生労働大臣が定める基準に従い 、 当該審査及び判

定に係る障害者について 、 障害程度区分に関する審査及び判定を行い 、 その結果を市町村に通知する ものとする 。  

３  市町村は 、 前項の規定によ り通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき 、 障害程度区分の認定を し た と きは 、

その結果を当該認定に係る障害者に通知し なければな ら ない 。  

（ 支給決定の変更の決定に関する読替え ）  

第11条  法第24条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

前項の申請があった と きは 、 次条第 １ 項

及び第22条第 １ 項の規定によ り障害程度

区分の認定及び同項に規定する支給要否

決定を行 う ため 

第24条第 ２ 項の支給決定の変更の決定

（ 同条第 ４ 項の障害程度区分の変更の認

定を含む 。） のために必要がある と認め

る と きは 

第20条第 ２ 項 

当該申請 当該決定 

第22条第 ５ 項 交付し 返還し 

（ 障害程度区分の変更の認定に関する読替え ）  

第12条  法第24条第 ５ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

前条第 １ 項の申請があった 第24条第 ２ 項の支給決定の変更の決定を

行 う に当た り 、 必要がある と認める 

第21条第 １ 項 

当該申請 当該決定 

( 準用 ）  

第13条  第10条の規定は 、 法第24条第 ４ 項の障害程度区分の変更の認定について準用する 。 この場合において 、 第10条第 １ 項中

「 受けよ う とする障害者から法第20条第 １ 項の申請があった 」 と あるのは 「 受けた障害者につき 、 法第24条第 ２ 項の支給決定

の変更の決定を行 う に当た り 、 必要がある と認める 」 と 、 「 同条第 ２ 項の調査 」 と あるのは 「 同条第 ３ 項において準用する法

第20条第 ２ 項の調査 」 と 、 「 同条第 ６ 項 」 と あるのは 「 法第24条第 ３ 項において準用する法第20条第 ６ 項 」 と読み替える もの

とする 。  

（ 支給決定を取り消す場合 ）  

第14条  法第25条第 １ 項第 ４ 号の政令で定める と きは 、 支給決定障害者等 （ 法第 ５ 条第17項第 ２ 号に規定する支給決定障害者等

をい う 。 以下同じ 。） が法第20条第 １ 項の規定又は第24条第 １ 項の規定による申請に関し虚偽の申請を し た と き とする 。  

（ 申請内容の変更の届出 ）  

第15条  支給決定障害者等は 、 支給決定の有効期間 （ 法第23条に規定する支給決定の有効期間をい う 。 次条において同じ 。） 内

において 、 当該支給決定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更し た と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろ

によ り 、 速やかに 、 当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければな ら ない 。  

（ 受給者証の再交付 ）  

第16条  市町村は 、 受給者証 （ 法第22条第 ５ 項に規定する受給者証をい う 。 以下この条において同じ 。） を破り 、 汚し 、 又は失

った支給決定障害者等から 、 支給決定の有効期間内において 、 受給者証の再交付の申請があっ た と きは 、 厚生労働省令で定め

る と こ ろによ り 、 受給者証を交付し なければな ら ない 。  

 

第 ３ 款  介護給付費 、 特例介護給付費 、 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給 

（ 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額 ）  

第17条  法第29条第 ４ 項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額 （ 附則

第11条において 「 負担上限月額 」 と い う 。） は 、 次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ 、 当該各号に定める額とす

る 。  
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一  次号から第 ４ 号までに掲げる者以外の者  37,200 円 

二  市町村民税世帯非課税者 （ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス

等 （ 法第29条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービス等をい う 。 以下同じ 。） のあった月の属する年度 （ 指定障害福祉サー

ビス等のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法 （ 昭和25年法律第 226 号 ） の規定による市

町村民税 （ 同法の規定による特別区民税を含むものと し 、 同法第 328 条の規定によ っ て課する所得割を除 く 。 第29条第 １ 項

及び第43条の ２ 第 ２ 項並びに附則第11条第 ２ 項 、 第12条及び第13条第 ２ 項を除き 、 以下同じ 。） を課されない者 （ 市町村の

条例で定める と こ ろによ り当該市町村民税を免除された者を含むものと し 、 当該市町村民税の賦課期日において同法の施行

地に住所を有し ない者を除 く 。） である場合における当該支給決定障害者等をい う 。 次号において同じ 。） 又は支給決定障

害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において要保護者 （ 生活保

護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第 ６ 条第 ２ 項に規定する要保護者をい う 。 以下同じ 。） である者であっ て厚生労働省令で定

める ものに該当する場合における当該支給決定障害者等 （ 次号及び第 ４ 号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  市町村民税世帯非課税者であ り 、 かつ 、 指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前年 （ 指定障害福祉サービス等

のあった月が １ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前々年とする 。 以下この号において同じ 。） 中の公的年金等の収入金額

（ 所得税法 （ 昭和40年法律第33号 ） 第35条第 ２ 項第 １ 号に規定する公的年金等の収入金額をい う 。 以下同じ 。）、当該指定障

害福祉サービス等のあった月の属する年の前年の合計所得金額 （ 地方税法第 292 条第 １ 項第13号に規定する合計所得金額を

いい 、 その額が零を下回る場合には 、 零とする 。 以下同じ 。） 及び当該指定障害福祉サービス等のあった月の属する年の前

年に支給された国民年金法 （ 昭和34年法律第 141 号 ） に基づ く 障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計し た

金額の合計額が 800,000 円以下である者又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障

害福祉サービス等のあった月において要保護者である者であっ て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該支

給決定障害者等 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  15,000 円 

四  支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が 、 指定障害福祉サービス等のあっ た月において 、

被保護者 （ 生活保護法第 ６ 条第 １ 項に規定する被保護者をい う 。 以下同じ 。） 又は要保護者である者であっ て厚生労働省令

で定める ものに該当する場合における当該支給決定障害者等  零 

２  法第29条第 ４ 項に規定する 100 分の90に相当する額を超え 100 分の 100 に相当する額以下の範囲内において政令で定める額

は 、 支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に係る同条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費及び

訓練等給付費の額の合計額に90分の 100 （ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を同条に規定する 100

分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において市町村が定めた割合 （ 以下 「 市町村特例割合 」 と い う 。） で除し て得た割

合 ） を乗じ て得た額から前項各号に掲げる区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める額を控除し た額とする 。  

３  支給決定障害者等 （ 障害児の保護者を除 く 。 以下この項において同じ 。） が 、 当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する

者 （ 当該支給決定障害者等の配偶者を除 く 。） の扶養親族 （ 地方税法第23条第 １ 項第 ８ 号に規定する扶養親族をい う 。 以下同

じ 。） 及び被扶養者 （ 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 （ 他の法律において準用する場合を含む 。） 又は地方

公務員等共済組合法の規定によ る被扶養者をい う 。 以下同じ 。） に該当し ない と きは 、 第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号の規定の適用

（ 同項第 ２ 号及び第 ３ 号に規定する厚生労働省令で定める者に該当する ものに係る適用を除 く 。） については 、 支給決定障害

者等と同一の世帯に属する者を 、 当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者のみである ものとする こ とができ る 。  

（ 法第30条第 １ 項第 ３ 号の政令で定める と き ）  

第18条  法第30条第 １ 項第 ３ 号に規定する政令で定める と きは 、 支給決定障害者等が 、 法第20条第 １ 項の申請を し た日から当該

支給決定の効力が生じ た日の前日までの間に 、 緊急その他やむを得ない理由によ り法第30条第 １ 項第 ２ 号の基準該当障害福祉

サービスを受けた と き とする 。  

 

第 ４ 款  高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 

（ 高額障害福祉サービス費の対象と なるサービス及び介護給付費等 ）  

第19条  法第33条第 １ 項に規定する障害福祉サービスの う ち政令で定める ものは 、 法第 ５ 条第 １ 項に規定する障害福祉サービス

（ 以下 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） と し 、 法第33条第 １ 項に規定する介護給付等対象サービスの う ち政令で定める ものは 、

介護保険法第51条に規定する居宅サービス （ これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス （ これに相当するサービ

スを含む 。） 及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） 及び地域

密着型介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） （ 次条において 「 居宅サービス等 」 と総称する 。） とする 。  

２  法第33条第 １ 項に規定する介護給付費等の う ち政令で定める ものは 、 法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等 （ 以下 「 介護

給付費等 」 と い う 。） と し 、 法第33条第 １ 項に規定する介護給付等の う ち政令で定める ものは 、 介護保険法第51条に規定する

居宅介護サービス費 、 特例居宅介護サービス費 、 地域密着型介護サービス費 、 特例地域密着型介護サービス費 、 施設介護サー

ビス費 、 特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第51条の ２ に規定する高額医療合算介護サービス費並び

に同法第61条に規定する介護予防サービス費 、 特例介護予防サービス費 、 地域密着型介護予防サービス費 、 特例地域密着型介

護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第61条の ２ に規定する高額医療合算介護予防サービス費 （ 次条にお

いて 「 介護サービス費等 」 と総称する 。） とする 。  

（ 高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等 ）  

第20条  高額障害福祉サービス費は 、 次に掲げる額を合算し た額 （ 以下 「 利用者負担世帯合算額 」 と い う 。） が高額障害福祉サ

ービス費算定基準額を超える場合に支給する ものと し 、 その額は 、 利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス費算定基

準額を控除し て得た額に支給決定障害者等按分率 （ 支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を合算

し た額 （ 以下 「 支給決定障害者等利用者負担合算額 」 と い う 。） を利用者負担世帯合算額で除し て得た率をい う 。 附則第11条

第 ５ 項第 ２ 号において同じ 。） を乗じ て得た額とする 。  

一  同一の世帯に属する支給決定障害者等 （ 支給決定障害者等及びその配偶者である支給決定障害者等が第17条第 ３ 項の規定

の適用を受ける場合にあっ ては 、 これらの者と する 。 次号において同じ 。） が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法

第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費及び訓練等給付費の額並びに法第30条第 ２ 項の規定によ り市町村が定める

特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に90分の 100 （ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の

100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計

額を控除し て得た額 
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二  同一の世帯に属する支給決定障害者等 （ 障害児の保護者を除 く 。） が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービ

ス費等 （ 高額介護サービス費 、 高額医療合算介護サービス費 、 高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス

費を除 く 。） の合計額に90分の 100 （ 介護保険法第50条又は第60条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を こ

れらの規定に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において市町村が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ

て得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除し て得た額 

三  同一の世帯に属する児童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ） 第24条の ３ 第 ６ 項に規定する施設給付決定保護者 （ 支給決定障

害者等及びその配偶者である当該施設給付決定保護者が第17条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあっ ては 、 これらの者と

する 。 附則第11条第 ５ 項において同じ 。） が同一の月に受けた同法第24条の ２ 第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同条第

２ 項の規定によ り算定された障害児施設給付費の合計額に90分の 100 （ 同法第24条の ５ の規定が適用される場合にあっ ては 、  

100 分の 100 を同条に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において都道府県が定めた割合で除し て得た割

合 ） を乗じ て得た額から当該指定施設支援につき支給された当該障害児施設給付費の合計額を控除し て得た額 

２  支給決定障害者等が 、 次条第 ２ 号から第 ４ 号までに掲げる者であっ て 、 前項第 ２ 号に掲げる額が同条第 ２ 号から第 ４ 号まで

に定める額を超える と きは 、 同項第 ２ 号に掲げる額は同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額と する 。 この場合において 、 支給

決定障害者等利用者負担合算額の合算の対象とする同項第 ２ 号に掲げる額は 、 同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額に厚生労

働省令で定める と こ ろによ り算定し た率を乗じ て得た額とする 。  

３  同一の世帯に属する児童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ） 第24条の ３ 第 ６ 項に規定する施設給付決定保護者 （ 支給決定障害

者等及びその配偶者である当該施設給付決定保護者が第17条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあっ ては 、 これらの者とする 。

附則第11条第 ５ 項において同じ 。） が同一の月に受けた同法第24条の ２ 第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同条第 ２ 項の規

定によ り算定された障害児施設給付費の合計額に90分の 100 （ 同法第24条の ５ の規定が適用される場合にあっ ては 、  100分の

100 を同条に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において都道府県が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ

て得た額から当該指定施設支援につき支給された当該障害児施設給付費の合計額を控除し て得た額 

２  支給決定障害者等が 、 次条第 ２ 号から第 ４ 号までに掲げる者であっ て 、 前項第 ２ 号に掲げる額が同条第 ２ 号から第 ４ 号まで

に定める額を超える と きは 、 同項第 ２ 号に掲げる額は同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額と する 。 この場合において 、 支給

決定障害者等利用者負担合算額の合算の対象とする同項第 ２ 号に掲げる額は 、 同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額に厚生労

働省令で定める と こ ろによ り算定し た率を乗じ て得た額とする 。  

３  支給決定障害者等が 、 第17条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であっ て 、 当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る

支給決定障害者等利用者負担合算額から同号に定める額を控除し て得た額が 、 第 １ 項の規定によ り当該支給決定障害者等に対

し て支給されるべき高額障害福祉サービス費の額を超える と きは 、 当該支給決定障害者等に支給される高額障害福祉サービス

費の額は 、 同項の規定にかかわらず 、 当該支給決定障害者等利用者負担合算額から同号に定める額を控除し て得た額とする 。  

４  高額障害福祉サービス費の支給に関する手続に関し て必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 高額障害福祉サービス費算定基準額 ）  

第21条  前条第 １ 項の高額障害福祉サービス費算定基準額 （ 附則第11条において 「 高額障害福祉サービス費算定基準額 」 と い

う 。） は 、 次の各号に掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める額とする 。  

一  第17条第 １ 項第 １ 号に掲げる者  37,200 円 

二  第17条第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号に掲げる者 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  第17条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であっ て 、 その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が 24,600 円未満である ものの う ち 、

支給決定障害者等利用者負担合算額が 15,000 円以上である もの  15,000 円 

四  第17条第 １ 項第 ４ 号に掲げる者  零 

（ 特定障害者特別給付費の対象と なる障害福祉サービス ）  

第21条の ２  法第34条第 １ 項に規定する政令で定める障害福祉サービスは 、 法第 ５ 条第11項に規定する施設入所支援とする 。  

（ 特定障害者特別給付費の支給 ）  

第21条の ３  特定障害者特別給付費は 、 指定障害者支援施設等 （ 法第34条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設等をい う 。 以下

同じ 。） における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案し て厚生労働大臣が定める費用の額 （ 以下この条にお

いて 「 食費等の基準費用額 」 と い う 。） から 、 平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者 （ 同

項に規定する特定障害者をい う 。 第 ３ 項において同じ 。） の所得の状況その他の事情を勘案し て厚生労働大臣が定める方法に

よ り算定する額 （ 以下この条において 「 食費等の負担限度額 」 と い う 。） を控除し て得た額 （ その額が現に食事の提供及び居

住に要し た費用の額を超える と きは 、 当該現に食事の提供及び居住に要し た費用の額 ） とする 。  

２  厚生労働大臣は 、 前項の規定によ り食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に 、 指定障害者

支援施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著し く 変動し た と きは 、 速やかにこれら を改定し

なければな ら ない 。  

３  第 １ 項の規定にかかわらず 、 特定障害者が指定障害者支援施設等に対し 、 食事の提供及び居住に要する費用と し て 、 食費等

の基準費用額 （ 法第34条第 ２ 項において準用する法第29条第 ６ 項の規定によ り特定障害者特別給付費の支給があった ものとみ

な された特定障害者にあっ ては 、 食費等の負担限度額 ） を超える金額を支払った場合には 、 特定障害者特別給付費を支給し な

い 。  

（ 特定障害者特別給付費の支給に関する読替え ）  

第21条の ４  法第34条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

指定障害福祉サービス等を受けよ う とす

る支給決定障害者等 

特定入所サービス （ 第34条第 １ 項に規定

する特定入所サービスをい う 。 以下この

条において同じ 。） を受けよ う とする特

定障害者 （ 同項に規定する特定障害者を

い う 。 以下この条において同じ 。）  

第29条第 ２ 項 

指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害

者支援施設又はのぞみの園 （ 以下 「 指定

障害福祉サービス事業者等 」 と い う 。）  

指定障害者支援施設等 （ 同項に規定する

指定障害者支援施設等をい う 。 以下この

条において同じ 。）  
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当該指定障害福祉サービス等 当該特定入所サービス 

支給決定障害者等 特定障害者 

指定障害福祉サービス事業者等 指定障害者支援施設等 

指定障害福祉サービス等を 特定入所サービスを 

第29条第 ５ 項 

当該指定障害福祉サービス等に要し た費

用 （ 特定費用を除 く 。）  

特定入所費用 （ 第34条第 １ 項に規定する

特定入所費用をい う 。）  

前項 第34条第 ２ 項において準用する前項 第29条第 ６ 項 

支給決定障害者等 特定障害者 

指定障害福祉サービス事業者等 指定障害者支援施設等 第29条第 ７ 項 

第 ３ 項の厚生労働大臣が定める基準及び

第43条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指

定障害福祉サービスの事業の設備及び運

営に関する基準 （ 指定障害福祉サービス

の取扱いに関する部分に限る 。） 又は第

44条第 ２ 項の厚生労働省令で定める指定

障害者支援施設等の設備及び運営に関す

る基準 （ 施設障害福祉サービスの取扱い

に関する部分に限る 。）  

障害者自立支援法施行令第21条の ３ 第 １

項及び第 ３ 項の定め 

第29条第 ８ 項 前項 第34条第 ２ 項において準用する前項 

（ 特例特定障害者特別給付費の支給 ）  

第21条の ５  第21条の ３ の規定は 、 特例特定障害者特別給付費について準用する 。 この場合において 、 同条第 ３ 項中 「 に対し 」

と あるのは 「 又は基準該当施設 （ 法第30条第 １ 項第 ２ 号ロに規定する基準該当施設をい う 。） に対し 」 と 、 「 食費等の基準費

用額 （ 法第34条第 ２ 項において準用する法第29条第 ６ 項の規定によ り特定障害者特別給付費の支給があった ものとみな された

特定障害者にあっ ては 、 食費等の負担限度額）」と あるのは 「 食費等の基準費用額 」 と読み替える ものとする 。  

 

第 ５ 款  指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者 

（ 法第36条第 ３ 項第 ５ 号の政令で定める法律 ）  

第22条  指定障害福祉サービス事業者 （ 法第29条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者をい う 。 以下同じ 。）、指定障害

者支援施設 （ 法第29条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設をい う 。 以下同じ 。） 又は指定相談支援事業者 （ 法第32条第 １ 項

に規定する指定相談支援事業者をい う 。 以下同じ 。） に係る法第 36 条第 ３ 項第 ５ 号 （ 法第37条第 ２ 項 、 第38条第 ３ 項 （ 法第

39条第 ２ 項及び第41条第 ４ 項において準用する場合を含む。）、第40条 （ 法第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） 及び

第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） の政令で定める法律は 、 次のと お り とする 。  

一  児童福祉法 

二  身体障害者福祉法 

三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

四  社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ）  

五  老人福祉法 （ 昭和38年法律第 133 号 ）  

六  社会福祉士及び介護福祉士法 （ 昭和62年法律第30号 ）  

七  介護保険法 

八  精神保健福祉士法 （ 平成 ９ 年法律第 131 号 ）  

２  前項に掲げる もののほか 、 指定障害福祉サービス事業者の う ち療養介護を提供する ものに係る法第36条第 ３ 項第 ５ 号 （ 法第

37条第 ２ 項及び第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） の政令で定める法律は 、 次のと お り とする 。  

一  医師法 （ 昭和23年法律第 201 号 ）  

二  歯科医師法 （ 昭和23年法律第 202 号 ）  

三  保健師助産師看護師法 （ 昭和23年法律第 203 号 ）  

四  医療法 （ 昭和23年法律第 205 号 ）  

五  薬事法 （ 昭和35年法律第 145 号 ）  

六  薬剤師法 （ 昭和35年法律第 146 号 ）  

（ 指定障害福祉サービス事業者に係る法第36条第 ３ 項第 ６ 号の政令で定める使用人 ）  

第23条  法第36条第 ３ 項第 ６ 号 （ 法第37条第 ２ 項及び第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） の政令で定める使用人は 、

サービス事業所 （ 法第36条第 １ 項に規定するサービス事業所をい う 。） を管理する者とする 。 （ 指定障害福祉サービス事業者

の指定の変更の申請に関する読替え ）  

第24条  法第37条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第36条第 ３ 項 第 １ 項の申請 第37条第 １ 項の指定障害福祉サービス事

業者 （ 特定障害福祉サービスに係る もの

に限る 。） に係る第29条第 １ 項の指定の

変更の申請 

第36条第 ３ 項第 ９ 号 指定の申請 指定の変更の申請 

（ 指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え ）  

第24条の ２  法第38条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第36条第 ３ 項 第 １ 項の申請 第38条第 １ 項の指定障害者支援施設に係

る第29条第 １ 項の指定の申請 
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第10号 （ 療養介護に係る指定の申請にあ

っ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ）  

第10号 

サービス事業所 障害者支援施設 第36条第 ３ 項第 ２ 号 

第43条第 １ 項 第44条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第44条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定障害者支援施設等の設備及び運営に

関する基準 

第36条第 ３ 項第 ３ 号 

障害福祉サービス事業 障害者支援施設 

第36条第 ３ 項第 ６ 号 サービス事業所 障害者支援施設 

第36条第 ３ 項第10号 第 ４ 号から前号まで 第 ５ 号から第 ７ 号まで及び前号 

（ 指定障害者支援施設に係る法第36条第 ３ 項第 ６ 号の政令で定める使用人 ）  

第24条の ３  法第38条第 ３ 項 （ 法第39条第 ２ 項及び第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） において準用する法第36条第

３ 項第 ６ 号の政令で定める使用人は 、 障害者支援施設を管理する者とする 。  

（ 指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え ）  

第24条の ４  法第39条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第38条第 ２ 項 前項 第39条第 １ 項の指定障害者支援施設に係

る第29条第 １ 項の指定の変更 

第 １ 項の申請 第39条第 １ 項の指定障害者支援施設に係

る第29条第 １ 項の指定の変更の申請 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項 

第10号 （ 療養介護に係る指定の申請にあ

っ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ）  

第10号 

サービス事業所 障害者支援施設 第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ２ 号 第43条第 １ 項 第44条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第44条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定障害者支援施設等の設備及び運営に

関する基準 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ３ 号 

障害福祉サービス事業 障害者支援施設 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ６ 号 

サービス事業所 障害者支援施設 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ９ 号 

指定の申請 指定の変更の申請 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第10号 

第 ４ 号から前号まで 第 ５ 号から第 ７ 号まで及び前号 

（ 指定相談支援事業者の指定の申請に関する読替え ）  

第24条の ５  法第40条の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

障害福祉サービス事業を行 う 者 相談支援事業を行 う 者 第36条第 １ 項 

障害福祉サービスの種類及び障害福祉サ

ービス事業を行 う 事業所 （ 以下この款に

おいて 「 サービス事業所 」 と い う 。）  

相談支援事業所 （ 第45条第 １ 項に規定す

る相談支援事業所をい う 。 以下この条に

おいて同じ 。）  

就労継続支援その他の厚生労働省令で定

める障害福祉サービス （ 以下この条及び

次条第 １ 項において 「 特定障害福祉サー

ビス 」 と い う 。） に係る前項 

前項 第36条第 ２ 項 

当該特定障害福祉サービス 相談支援 

第36条第 ３ 項 第10号 （ 療養介護に係る指定の申請にあ

っ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ）  

第10号 

サービス事業所 相談支援事業所 第36条第 ３ 項第 ２ 号 

第43条第 １ 項 第45条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第45条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定相談支援の事業の運営に関する基準 

第36条第 ３ 項第 ３ 号 

障害福祉サービス事業 相談支援事業 

第36条第 ３ 項第 ６ 号 サービス事業所 相談支援事業所 

第36条第 ３ 項第 ９ 号 障害福祉サービス 相談支援 

第36条第 ３ 項第10号 第 ４ 号から前号まで 第 ５ 号から第 ７ 号まで及び前号 

特定障害福祉サービス 相談支援 

サービス事業所 相談支援事業所 

第36条第 ４ 項 

指定障害福祉サービス 指定相談支援 

（ 指定相談支援事業者に係る法第36条第 ３ 項第 ６ 号の政令で定める使用人 ）  

第24条の ６  法第40条 （ 法第41条第 ４ 項において準用する場合を含む 。） において準用する法第36条第 ３ 項第 ６ 号の政令で定め

る使用人は 、 相談支援事業所 （ 法第45条第 １ 項に規定する相談支援事業所をい う 。） を管理する者とする 。  
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（ 指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え ）  

第25条  指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第41条第 ４ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と す

る 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第36条第 １ 項 障害福祉サービス事業を行 う 者 指定障害福祉サービス事業者 

第36条第 ３ 項第 ９ 号 指定の申請 指定の更新の申請 

２  指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第41条第 ４ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

、 障害者支援施設 、 指定障害者支援施設 第38条第 １ 項 

当該障害者支援施設 当該指定障害者支援施設 

第 １ 項の申請 第41条第 １ 項の指定障害者支援施設に係

る第29条第 １ 項の指定の更新の申請 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項 

第10号 （ 療養介護に係る指定の申請にあ

っ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ）  

第10号 

サービス事業所 障害者支援施設 第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ２ 号 第43条第 １ 項 第44条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第44条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定障害者支援施設等の設備及び運営に

関する基準 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ３ 号 

障害福祉サービス事業 障害者支援施設 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ６ 号 

サービス事業所 障害者支援施設 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第 ９ 号 

指定の申請 指定の更新の申請 

第38条第 ３ 項において準用する第

36条第 ３ 項第10号 

第 ４ 号から前号まで 第 ５ 号から第 ７ 号まで及び前号 

３  指定相談支援事業者の指定の更新に関する法第41条第 ４ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

障害福祉サービス事業を行 う 者 指定相談支援事業者 第40条において準用する第36条第

１ 項 障害福祉サービスの種類及び障害福祉サ

ービス事業を行 う 事業所 （ 以下この款に

おいて 「 サービス事業所 」 と い う 。）  

相談支援事業所 （ 第45条第 １ 項に規定す

る相談支援事業所をい う 。 以下この条に

おいて同じ 。）  

就労継続支援その他の厚生労働省令で定

める障害福祉サービス （ 以下この条及び

次条第 １ 項において 「 特定障害福祉サー

ビス 」 と い う 。） に係る前項 

前項 第40条において準用する第36条第

２ 項 

当該特定障害福祉サービス 相談支援 

第40条において準用する第36条第

３ 項 

第10号 （ 療養介護に係る指定の申請にあ

っ ては 、 第 ２ 号から第11号まで ）  

第10号 

サービス事業所 相談支援事業所 第40条において準用する第36条第

３ 項第 ２ 号 第43条第 １ 項 第45条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第45条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定相談支援の事業の運営に関する基準 

第40条において準用する第36条第

３ 項第 ３ 号 

障害福祉サービス事業 相談支援事業 

第40条において準用する第36条第

３ 項第 ６ 号 

サービス事業所 相談支援事業所 

指定の申請 指定の更新の申請 第40条において準用する第36条第

３ 項第 ９ 号 障害福祉サービス 相談支援 

第40条において準用する第36条第

３ 項第10号 

第 ４ 号から前号まで 第 ５ 号から第 ７ 号まで及び前号 

特定障害福祉サービス 相談支援 

サービス事業所 相談支援事業所 

第40条において準用する第36条第

４ 項 

指定障害福祉サービス 指定相談支援 

 

（ 指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え ）  

第25条の ２  法第48条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第48条第 １ 項 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設等の設置者 

第48条第 ２ 項 前項 次項において準用する前項 

 

（ 指定相談支援事業者の報告等に関する読替え ）  

第25条の ３  法第48条第 ４ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  
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法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第48条第 １ 項 サービス事業所 相談支援事業所 

第48条第 ２ 項 前項 第 ４ 項において準用する前項 

 

（ 法第50条第 １ 項第 ９ 号の政令で定める法律 ）  

第26条  指定障害福祉サービス事業者 、 指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者に係る法第50条第 １ 項第 ９ 号 （ 同条第 ３ 項

及び第 ４ 項において準用する場合を含む 。） の政令で定める法律は 、 次のと お り とする 。  

一  児童福祉法 

二  身体障害者福祉法 

三  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

四  社会福祉法 

五  知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ）  

六  老人福祉法 

七  社会福祉士及び介護福祉士法 

八  介護保険法 

九   精神保健福祉士法 

十  発達障害者支援法 （ 平成16年法律第 167 号 ）  

２  前項に掲げる もののほか 、 指定障害福祉サービス事業者の う ち療養介護を提供する ものに係る法第50条第 １ 項第 ９ 号の政令

で定める法律は 、 次のと お り と する 。  

一  健康保険法 

二  医師法 

三  歯科医師法 

四  保健師助産師看護師法 

五  医療法 

六  薬事法 

七  薬剤師法 

（ 指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え ）  

第26条の ２  法第50条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者 第50条第 １ 項第 １ 号 

第36条第 ３ 項第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第10号又

は第11号 

第38条第 ３ 項において準用する第36条第

３ 項第 ５ 号又は第10号 

第50条第 １ 項第 ２ 号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者 

サービス事業所 障害者支援施設 第50条第 １ 項第 ３ 号 

第43条第 １ 項 第44条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第44条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定障害者支援施設等の設備及び運営に

関する基準 

第50条第 １ 項第 ４ 号 

指定障害福祉サービスの事業 指定障害者支援施設 

第50条第 １ 項第 ５ 号 若し く は訓練等給付費又は療養介護医療

費 

又は訓練等給付費 

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者 第50条第 １ 項第 ６ 号 

第48条第 １ 項 第48条第 ３ 項において準用する同条第 １

項 

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者 

サービス事業所 障害者支援施設 

第50条第 １ 項第 ７ 号 

第48条第 １ 項 第48条第 ３ 項において準用する同条第 １

項 

第50条第 １ 項第 ８ 号から第11号ま

で 

指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者 

第50条第 ２ 項 サービス事業所 障害者支援施設 

（ 指定相談支援事業者の指定の取消し等に関する読替え ）  

第26条の ３  法第50条第 ４ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第50条第 １ 項 第29条第 １ 項 第32条第 １ 項 

第50条第 １ 項第 １ 号 第36条第 ３ 項第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第10号又

は第11号 

第40条において準用する第36条第 ３ 項第

５ 号又は第10号 

サービス事業所 相談支援事業所 第50条第 １ 項第 ３ 号 

第43条第 １ 項 第45条第 １ 項 

第43条第 ２ 項 第45条第 ２ 項 

指定障害福祉サービスの事業の設備及び

運営に関する基準 

指定相談支援の事業の運営に関する基準 

第50条第 １ 項第 ４ 号 

指定障害福祉サービス 指定相談支援 

第50条第 １ 項第 ５ 号 介護給付費若し く は訓練等給付費又は療 サービス利用計画作成費 
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養介護医療費 

第50条第 １ 項第 ６ 号 第48条第 １ 項 第48条第 ４ 項において準用する同条第 １

項 

サービス事業所 相談支援事業所 第50条第 １ 項第 ７ 号 

第48条第 １ 項 第48条第 ４ 項において準用する同条第 １

項 

第50条第 １ 項第 ８ 号 第29条第 １ 項 第32条第 １ 項 

第50条第 １ 項第10号及び第11号 障害福祉サービス 相談支援 

第50条第 ２ 項 サービス事業所 相談支援事業所 

 

第 ３ 節  自立支援医療費 、 療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給 

（ 支給認定に関する読替え ）  

第27条  法第52条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第19条第 ２ 項 市町村 市町村等 

（ 市町村を経由し て行 う 支給認定の申請 ）  

第28条  法第53条第 １ 項の申請の う ち精神通院医療に係る ものについては 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村を経由

し て行 う こ とができ る 。  

（ 支給認定に係る政令で定める基準 ）  

第29条  法第54条第 １ 項の政令で定める基準は 、 支給認定 （ 法第52条第 １ 項に規定する支給認定をい う 。 以下同じ 。） に係る障

害者等 （ 法第 ２ 条第 １ 項第 １ 号に規定する障害者等をい う 。 以下同じ 。） 及び当該障害者等と生計を一にする者と し て厚生労

働省令で定める もの （ 以下 「 支給認定基準世帯員 」 と い う 。） について指定自立支援医療 （ 法第58条第 １ 項に規定する指定自

立支援医療をい う 。 以下同じ 。） のあった月の属する年度 （ 指定自立支援医療のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ て

は 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税 （ 同法の規定による特別区民税を含むものとする 。 第43条の ２ 第 ２ 項並び

に附則第11条第 ２ 項 、 第12条及び第13条第 ２ 項において同じ 。） の同法第 292 条第 １ 項第 ２ 号に掲げる所得割 （ 同法第 328 条

の規定によ っ て課する所得割を除 く 。 以下同じ 。） の額を厚生労働省令で定める と こ ろによ り合算し た額が 235,000 円未満で

ある こ と とする 。  

２  支給認定に係る障害者が 、 支給認定基準世帯員 （ 当該障害者の配偶者を除 く 。） の扶養親族及び被扶養者に該当し ない と き

は 、 前項及び第35条第 １ 項第 ２ 号から第 ４ 号までの規定の適用 （ 同項第 ３ 号及び第 ４ 号に規定する厚生労働省令で定める者に

該当する ものに係る適用を除 く 。） については 、 支給認定基準世帯員を 、 当該障害者の配偶者のみである ものとする こ とがで

き る 。  

（ 医療受給者証の交付 ）  

第30条  精神通院医療に係る法第54条第 ３ 項の医療受給者証 （ 同項に規定する医療受給者証をい う 。 以下同じ 。） の交付は 、 厚

生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村を経由し て行 う こ とができ る 。  

（ 支給認定の変更の認定に関する読替え ）  

第31条  法第56条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第19条第 ２ 項 市町村 市町村等 

（ 申請内容の変更の届出 ）  

第32条  支給認定障害者等 （ 法第54条第 ３ 項に規定する支給認定障害者等をい う 。 以下同じ 。） は 、 支給認定の有効期間 （ 法第

55条に規定する支給認定の有効期間をい う 。 次条において同じ 。） 内において 、 当該支給認定障害者等の氏名その他の厚生労

働省令で定める事項を変更し た と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 速やかに 、 当該支給認定障害者等に対し支給認

定を行った市町村等 （ 法第 ８ 条第 １ 項に規定する市町村等をい う 。 以下同じ 。） に当該事項を届け出なければな ら ない 。  

２  精神通院医療に係る前項の届出は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村を経由し て行 う こ とができ る 。  

（ 医療受給者証の再交付 ）  

第33条  市町村等は 、 医療受給者証を破り 、 汚し 、 又は失った支給認定障害者等から 、 支給認定の有効期間内において 、 医療受

給者証の再交付の申請があった と きは 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 医療受給者証を交付し なければな ら ない 。  

２  精神通院医療に係る前項の申請は 、 厚生労働省令で定める と こ ろによ り 、 市町村を経由し て行 う こ とができ る 。  

（ 支給認定を取り消す場合 ）  

第34条  法第57条第 １ 項第 ４ 号の政令で定める と きは 、 次に掲げる と き とする 。  

一  支給認定を受けた障害児の保護者 、 障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が 、

正当な理由な し に法第 ９ 条第 １ 項の規定による命令に応じ ない と き 。  

二  支給認定障害者等が法第53条第 １ 項の規定又は第56条第 １ 項の規定による申請に関し虚偽の申請を し た と き 。  

（ 指定自立支援医療に係る負担上限月額 ）  

第35条  法第58条第 ３ 項第 １ 号ただ し書の当該支給認定障害者等の家計に与える影響 、 障害の状態その他の事情を しん酌し て政

令で定める額 （ 附則第13条において 「 負担上限月額 」 と い う 。） は 、 法第54条第 １ 項に規定する厚生労働省令で定める医療の

種類ご と に 、 次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ 、 当該各号に定める額とする 。  

一  その支給認定に係る障害者等が 、 当該支給認定に係る自立支援医療について 、 費用が高額な治療を長期間にわた り継続し

なければな ら ない者と し て厚生労働大臣が定める ものに該当する旨の市町村等による認定を厚生労働省令で定める と こ ろに

よ り受けた者 （ 以下 「 高額治療継続者 」 と い う 。） である場合における当該支給認定障害者等 （ 次号から第 ５ 号までに掲げ

る者を除 く 。）  10,000 円 

二  その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であっ て 、 当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について

指定自立支援医療のあった月の属する年度 （ 指定自立支援医療のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ）

分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定める と こ ろによ り合算し た額が 33,000 円未満である

場合における当該支給認定障害者等 （ 次号から第 ５ 号までに掲げる者を除 く 。）  5,000 円 
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三  市町村民税世帯非課税者 （ その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が 、 指定自立支援医療のあった月の属す

る年度 （ 指定自立支援医療のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民

税を課されない者 （ 市町村の条例で定める と こ ろによ り当該市町村民税を免除された者を含むものと し 、 当該市町村民税の

賦課期日において同法の施行地に住所を有し ない者を除 く 。） である場合における当該支給認定障害者等をい う 。 次号にお

いて同じ 。） 又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者で

ある者であっ て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該支給認定障害者等 （ 次号及び第 ５ 号に掲げる者を除

く 。）  5,000 円 

四  市町村民税世帯非課税者であ り 、 かつ 、 指定自立支援医療のあった月の属する年の前年 （ 指定自立支援医療のあった月が

１ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前々年と する 。 以下この号において同じ 。） 中の公的年金等の収入金額 、 当該指定自

立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給され

た国民年金法に基づ く 障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計し た金額の合計額が 800,000 円以下である者

又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であっ

て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該支給認定障害者等 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  2,500 円 

五  その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が 、 指定自立支援医療のあった月において 、 被保護者又は要保護者

である者であっ て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該支給認定障害者等  零 

２  法第58条第 ３ 項第 １ 号ただ し書の健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額の範囲内において政令

で定める と こ ろによ り算定し た額は 、 支給認定に係る障害者等が同一の月に受けた指定自立支援医療につき健康保険の療養に

要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額の合計額から前項各号に掲げる区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める額を

控除し て得た額とする 。  

（ 病院又は診療所に準ずる医療機関 ）  

第36条  法第59条第 １ 項の病院又は診療所に準ずる ものと し て政令で定める ものは 、 次の各号に掲げる ものと する 。  

一  健康保険法第88条第 １ 項に規定する指定訪問看護事業者 

二  介護保険法第41条第 １ 項に規定する指定居宅サービス事業者 （ 同法第 ８ 条第 ４ 項に規定する訪問看護を行 う 者に限る 。）

又は同法第53条第 １ 項に規定する指定介護予防サービス事業者 （ 同法第 ８ 条の ２ 第 ４ 項に規定する介護予防訪問看護を行 う

者に限る 。）  

（ 指定自立支援医療機関の指定に関する読替え ）  

第37条  法第59条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第 １ 項 第59条第 １ 項 第36条第 ３ 項各号列記以外の部分 

第 １ 号から第 ３ 号まで 、 第 ５ 号から第 ７

号まで 、 第 ９ 号又は第10号 （ 療養介護に

係る指定の申請にあっ ては 、 第 ２ 号から

第11号まで ）  

第 ４ 号から第11号まで 

第50条第 １ 項 （ 同条第 ３ 項及び第 ４ 項に

おいて準用する場合を含む 。 以下この項

において同じ 。）  

第68条第 １ 項 第36条第 ３ 項第 ６ 号 

サービス事業所を管理する者その他の政

令で定める使用人 

医療機関の管理者 

第50条第 １ 項 第68条第 １ 項 

第46条第 １ 項の規定による事業の廃止の

届出 

障害者自立支援法施行令第40条の規定に

よる指定の辞退の申出 

当該事業の廃止 当該指定の辞退 

第36条第 ３ 項第 ７ 号 

当該届出 当該申出 

第46条第 １ 項の規定による事業の廃止の

届出 

障害者自立支援法施行令第40条の規定に

よる指定の辞退の申出 

当該届出 当該申出 

第36条第 ３ 項第 ８ 号 

当該事業の廃止 当該指定の辞退 

第36条第 ３ 項第 ９ 号 障害福祉サービス 自立支援医療 

（ 法第59条第 ３ 項において準用する法第36条第 ３ 項第 ５ 号の政令で定める法律 ）  

第38条  法第59条第 ３ 項において準用する法第36条第 ３ 項第 ５ 号の政令で定める法律は 、 次のと お り とする 。  

一  児童福祉法 

二  医師法 

三  歯科医師法 

四  保健師助産師看護師法 

五  医療法 

六  身体障害者福祉法 

七  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

八  薬事法 

九  薬剤師法 

十  介護保険法 

（ 指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え ）  

第39条  法第60条第 ２ 項の規定によ り健康保険法第68条第 ２ 項の規定を準用する場合においては 、 同項中 「 保険医療機関 （ 第65

条第 ２ 項の病院及び診療所を除 く 。） 又は保険薬局 」 と あるのは 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第54条第 ２ 項

に規定する指定自立支援医療機関 」 と 、 「 前項 」 と あるのは 「 同法第60条第 １ 項 」 と 、 「 同条第 １ 項 」 と あるのは 「 同法第59

条第 １ 項 」 と読み替える ものとする 。  
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（ 指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出 ）  

第40条  法第65条の規定によ り指定を辞退し よ う とする指定自立支援医療機関の開設者は 、 その旨を 、 当該指定自立支援医療機

関の所在地の都道府県知事に申し出なければな ら ない 。  

（ 指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え ）  

第41条  法第68条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第50条第 １ 項第 ８ 号 第29条第 １ 項 第54条第 ２ 項 

第50条第 １ 項第 ９ 号 前各号 前号 

前各号 前 ２ 号 第50条第 １ 項第10号 

障害福祉サービスに 自立支援医療に 

第50条第 １ 項第11号及び第12号 障害福祉サービスに 自立支援医療に 

市町村 更生医療に係る自立支援医療費を支給す

る市町村 

指定障害福祉サービスを 指定自立支援医療を 

第50条第 ２ 項 

サービス事業所 医療機関 

（ 法第68条第 ２ 項において準用する法第50条第 １ 項第 ９ 号の政令で定める法律 ）  

第42条  法第68条第 ２ 項において準用する法第50条第 １ 項第 ９ 号の政令で定める法律は 、 次のと お り とする 。  

一  健康保険法 

二  児童福祉法 

三  医師法 

四  歯科医師法 

五  保健師助産師看護師法 

六  医療法 

七  身体障害者福祉法 

八  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

九  知的障害者福祉法 

十  薬事法 

十一  薬剤師法 

十二  介護保険法 

十三  発達障害者支援法 

（ 療養介護医療費の支給に関する読替え ）  

第42条の ２  法第70条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第58条第 ３ 項 （ 当該指定自立支援医療 （ 当該指定療養介護医療 （ 指定障害福祉

サービス事業者から受けた当該指定に係

る療養介護医療をい う 。 以下この条にお

いて同じ 。）  

指定自立支援医療 指定療養介護医療 

支給認定障害者等が 支給決定障害者 （ 第70条第 １ 項に規定す

る介護給付費 （ 療養介護に係る ものに限

る 。） に係る支給決定を受けた障害者を

い う 。 以下この条において同じ 。） が 

第58条第 ３ 項第 １ 号 

支給認定障害者等の家計に与える影響 、

障害の状態 

支給決定障害者の家計に与える影響 

指定自立支援医療 指定療養介護医療 第58条第 ３ 項第 ２ 号及び第 ３ 号 

支給認定障害者等 支給決定障害者 

前項 第70条第 ２ 項において準用する前項 第58条第 ４ 項 

自立支援医療 療養介護医療 

支給認定に係る障害者等が指定自立支援

医療機関から指定自立支援医療 

支給決定障害者が指定障害福祉サービス

事業者から指定療養介護医療 

市町村等 市町村 

支給認定障害者等 支給決定障害者 

当該指定自立支援医療機関 当該指定障害福祉サービス事業者 

第58条第 ５ 項 

当該指定自立支援医療に 当該指定療養介護医療に 

前項 第70条第 ２ 項において準用する前項 第58条第 ６ 項 

支給認定障害者等 支給決定障害者 

（ 基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え ）  

第42条の ３  法第71条第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り と する 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第58条第 ３ 項 （ 当該指定自立支援医療 （ 当該基準該当療養介護医療 （ 第71条第

１ 項に規定する基準該当療養介護医療を

い う 。 以下この条において同じ 。）  

指定自立支援医療 基準該当療養介護医療 第58条第 ３ 項第 １ 号 

支給認定障害者等が 支給決定障害者 （ 第71条第 １ 項に規定す
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る特例介護給付費 （ 療養介護に係る もの

に限る 。） に係る支給決定を受けた障害

者をい う 。 以下この条において同じ 。）

が 

支給認定障害者等の家計に与える影響 、

障害の状態 

支給決定障害者の家計に与える影響 

指定自立支援医療 基準該当療養介護医療 第58条第 ３ 項第 ２ 号及び第 ３ 号 

支給認定障害者等 支給決定障害者 

前項 第71条第 ２ 項において準用する前項 第58条第 ４ 項 

自立支援医療 基準該当療養介護医療 

（ 指定療養介護医療等に係る負担上限月額 ）  

第42条の ４  法第70条第 ２ 項又は第71条第 ２ 項において準用する法第58条第 ３ 項第 １ 号ただ し書の当該支給決定障害者の家計に

与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定める額 （ 次項及び附則第13条の ２ において 「 負担上限月額 」 と い う 。） は 、 次

の各号に掲げる者に相当する支給決定障害者 （ 法第70条第 ２ 項又は第71条第 ２ 項において準用する法第58条第 ３ 項第 １ 号に規

定する支給決定障害者をい う 。 以下この条及び附則第13条の ２ において同じ 。） の区分に応じ 、 当該各号に定める額とする 。  

一  第17条第 １ 項第 １ 号に掲げる者  40,200 円 

二  第17条第 １ 項第 ２ 号に掲げる者  24,600 円 

三  第17条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者  15,000 円 

四  第17条第 １ 項第 ４ 号に掲げる者  零 

２  次に掲げる額の合計額が家計における １ 人当た りの平均的な支出額と し て支給決定障害者の所得の状況等を勘案し て厚生労

働大臣が定める額を上回る支給決定障害者 （ 20歳未満の者に限る 。 以下この項において同じ 。） の指定療養介護医療等 （ 指定

障害福祉サービス事業者等 （ 法第29条第 ２ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をい う 。） から受けた当該指定に係る

療養介護医療 （ 次項において 「 指定療養介護医療 」 と い う 。） 又は基準該当事業所 （ 法第30条第 １ 項第 ２ 号イに規定する基準

該当事業所をい う 。） 若し く は基準該当施設 （ 同号ロに規定する基準該当施設をい う 。） から受けた基準該当療養介護医療

（ 法第71条第 １ 項に規定する基準該当療養介護医療をい う 。 次項において同じ 。） をい う 。 以下同じ 。） に係る負担上限月額

は 、 前項の規定にかかわらず 、 同項第 １ 号中 「 40,200 円 」 と あるのは 「 零以上 40,200 円以下の範囲内で支給決定障害者の所得

の状況等を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ２ 号中 「 24,600 円 」 と あるのは 「 零以上

24,600 円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項

第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案し て厚生労働省令で

定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

一  支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費又は法第30条第 ２

項の規定によ り市町村が定める特例介護給付費の額の合計額に90分の 100 （ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、

100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た額 ） を乗じ て得た額に 100 分の10を乗じ て得た額 （ 第17条第 １ 項各号に掲げる

区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする 。）  

二  支給決定障害者が同一の月に受けた法第70条第 ２ 項又は第71条第 ２ 項において準用する法第58条第 ３ 項第 １ 号に規定する

指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額の 100 分の10に相当する額

（ 前項各号に掲げる区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする 。） 並びに支給決定障害者が同

一の月に受けた指定療養介護医療等に係る健康保険法第85条第 ２ 項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の ２ 第 ２

項に規定する生活療養標準負担額の合計額 

三  食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額と し て厚生労働大臣が定める額 

３  法第70条第 ２ 項又は第71条第 ２ 項において準用する法第58条第 ３ 項第 １ 号ただ し書の健康保険の療養に要する費用の額の算

定方法の例によ り算定し た額の範囲内において政令で定める と こ ろによ り算定し た額は 、 支給決定障害者が同一の月に受けた

指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額の合計額及び基準該当療養介護医

療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によ り算定し た額の合計額を合計し て得た額から第 １ 項各号に掲げ

る区分に応じ 、 それぞれ当該各号に定める額 （ 前項の規定が適用される場合にあっ ては 、 同項に定める額 ） を控除し て得た額

にそれぞれ厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た率を乗じ て得た額とする 。  

（ 医療に関する審査機関 ）  

第43条  法第73条第 ３ 項の政令で定める医療に関する審査機関は 、 社会保険診療報酬支払基金法 （ 昭和23年法律第 129 号 ） に定

める特別審査委員会 、 国民健康保険法第45条第 ６ 項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関

する組織及び介護保険法第 179 条に規定する介護給付費審査委員会とする 。  

 

第 ４ 節  補装具費の支給 

（ 補装具費の支給に係る政令で定める者等 ）  

第43条の ２  法第76条第 １ 項ただ し書の政令で定める者は 、 同項の申請に係る障害者等の属する世帯の他の世帯員とする 。  

２  法第76条第 １ 項ただ し書の政令で定める基準は 、 同項の申請に係る障害者等及びその属する他の世帯員の う ちいずれかの者

について 、 補装具の購入又は修理のあった月の属する年度 （ 補装具の購入又は修理のあった月が ４ 月から ６ 月までの間にあっ

ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税の同法第 292 条第 １ 項第 ２ 号に掲げる所得割の額が46万円である こ と と

する 。  

３  法第76条第 １ 項の申請に係る障害者が 、 その属する世帯の他の世帯員 （ 当該障害者の配偶者を除 く 。） の扶養親族及び被扶

養者に該当し ない と きは 、 前 ２ 項並びに次条第 ２ 号及び第 ３ 号の規定の適用 （ 同条第 ２ 号及び第 ３ 号に規定する厚生労働省令

で定める者に該当する ものに係る適用を除 く 。） については 、 当該障害者の属する世帯の他の世帯員を 、 当該障害者の属する

世帯の他の世帯員である当該障害者の配偶者のみである ものと する こ とができ る 。  

（ 補装具費に係る負担上限月額 ）  

第43条の ３  法第76条第 ２ 項ただ し書に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て

政令で定める額は 、 次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等 （ 同条第 １ 項に規定する補装具費支給対象障害者等をい う 。

以下この条において同じ 。） の区分に応じ 、 当該各号に定める額とする 。  
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一  次号から第 ４ 号までに掲げる者以外の者  37,200 円 

二  市町村民税世帯非課税者 （ 補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装

具の購入若し く は修理のあった月の属する年度 （ 補装具の購入又は修理のあっ た月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、

前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者 （ 市町村の条例で定める と こ ろによ り当該市町村民税を免除

された者を含むものと し 、 当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有し ない者を除 く 。） である場合にお

ける当該補装具費支給対象障害者等をい う 。 次号において同じ 。） 又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対

象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の購入若し く は修理のあった月において要保護者である者であっ て厚生労働省

令で定める ものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等 （ 次号及び第 ４ 号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  市町村民税世帯非課税者であ り 、 かつ 、 補装具の購入若し く は修理のあっ た月の属する年の前年 （ 補装具の購入又は修理

のあった月が １ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前々年とする 。 以下この号において同じ 。） 中の公的年金等の収入金額 、

補装具の購入若し く は修理のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該補装具の購入若し く は修理のあった月の属

する年の前年に支給された国民年金法に基づ く 障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計し た金額の合計額が

80万円以下である者又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の

購入若し く は修理のあった月において要保護者である者であっ て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該補

装具費支給対象障害者等 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  15,000 円 

四  補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が 、 補装具の購入又は修理のあっ

た月において 、 被保護者又は要保護者である者であっ て厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該補装具費支

給対象障害者等  零 

 

第 ３ 章  障害者支援施設  

第43条の ４  市町村は 、 その設置し た障害者支援施設を休止し 、 又は廃止し よ う とする と きは 、 あらかじめ 、 都道府県知事に届

け出なければな ら ない 。  

２  市町村長 （ 特別区の区長を含む 。） は 、 当該市町村において 、 その設置し た障害者支援施設の名称若し く は所在地を変更し 、

又は当該施設の建物 、 設備若し く は事業内容に重大な変更を加えた と きは 、 速やかに 、 都道府県知事に報告し なければな ら な

い 。  

第 ４ 章  費  用 

（ 障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担 ）  

第44条  都道府県は 、 法第94条第 １ 項の規定によ り 、 毎年度 、 障害福祉サービス費等負担対象額 （ 同項第 １ 号に規定する障害福

祉サービス費等負担対象額をい う 。 以下この条において同じ 。） の 100 分の25を負担する 。  

２  国は 、 法第95条第 １ 項の規定によ り 、 毎年度 、 障害福祉サービス費等負担対象額の 100 分の50を負担する 。  

３  障害福祉サービス費等負担対象額は 、 各市町村につき 、 その支弁する次の各号に掲げる障害福祉サービス費等 （ 法第92条第

１ 号に規定する障害福祉サービス費等をい う 。） の区分に応じ 、 当該各号に定める額の合算額とする 。  

一  介護給付費等 （ 居宅介護 、 重度訪問介護 、 行動援護 、 重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であっ て 、 そ

の介護の必要の程度が著し く 高いものと し て厚生労働大臣が定める者が利用する障害福祉サービスに係る ものに限る 。）  

当該介護給付費等について障害者等の障害程度区分 、 他の法律の規定によ り受ける こ とができ るサービスの量その他の事情

を勘案し て厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に

応じ算定し た額又は当該介護給付費等の支給に要し た費用の額 （ その費用のための寄附金その他の収入がある と きは 、 当該

収入の額を控除し た額 ） のいずれか低い額 

二  介護給付費等 （ 前号に掲げる ものを除 く 。）、高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給

付費  当該介護給付費等 、 高額障害福祉サービス費 、 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要し た

費用の額 （ その費用のための寄附金その他の収入がある と きは 、 当該収入の額を控除し た額 ）  

三  サービス利用計画作成費  障害福祉サービスを受けた障害者等 （ 施設入所支援を受けた者その他厚生労働大臣が定める者

を除 く 。） の人数を勘案し て厚生労働大臣が定める基準に基づき算定し た額又は当該サービス利用計画作成費の支給に要し

た費用 （ その費用のための寄附金その他の収入がある と きは 、 当該収入の額を控除し た額 ） のいずれか低い額 

（ 自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担 ）  

第45条  法第94条第 １ 項の規定によ り 、 毎年度都道府県が市町村に対し て負担する同項第 ２ 号の額は 、 自立支援医療費 、 療養介

護医療費 、 基準該当療養介護医療費及び補装具費 （ 次項において 「 自立支援医療費等 」 と い う 。） の支給に要する費用の額か

ら 、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除し た額につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ っ て算

定し た額とする 。  

２  法第95条第 １ 項の規定によ り 、 毎年度国が市町村又は都道府県に対し て負担する同項第 ２ 号又は第 ３ 号の額は 、 自立支援医

療費等の支給に要する費用の額から 、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除し た額につき 、 厚生

労働大臣が定める基準によ っ て算定し た額とする 。  

（ 地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助 ）  

第45条の ２  法第94条第 ２ 項の規定によ り 、 毎年度都道府県が市町村に対し て補助する同項の額は 、 市町村が行 う 地域生活支援

事業に要する費用の額から 、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除し た額につき 、 厚生労働大臣

が定める基準によ っ て算定し た額とする 。  

２  法第95条第 ２ 項の規定によ り 、 毎年度国が市町村又は都道府県に対し て補助する同項第 ２ 号の額は 、 市町村又は都道府県が

行 う 地域生活支援事業に要する費用の額から 、 その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除し た額

につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ っ て算定し た額とする 。  

（ 市町村が行 う 支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助 ）  

第45条の ３  法第95条第 ２ 項の規定によ り 、 毎年度国が市町村に対し て補助する同項第 １ 号の額は 、 市町村が行 う 支給決定に係

る事務の処理に要する費用 （ 地方自治法 （ 昭和22年法律第67号 ） 第 252 条の14第 １ 項の規定によ り市町村が審査判定業務を都

道府県審査会に委託し ている場合にあっ ては 、 当該委託に係る費用を含む 。） の額から 、 その年度におけるその費用のための

寄附金その他の収入の額を控除し た額につき 、 厚生労働大臣が定める基準によ っ て算定し た額とする 。  
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第 ５ 章  審査請求 

（ 不服審査会の委員の定数の基準 ）  

第46条  法第98条第 １ 項に規定する不服審査会 （ 以下 「 不服審査会 」 と い う 。） の委員の定数に係る同条第 ２ 項に規定する政令

で定める基準は 、 不服審査会の介護給付費等に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案し て 、 各都道府県

が必要と認める数の第48条第 １ 項に規定する合議体を不服審査会に設置する こ とができ る数である こ と とする 。  

（ 会議 ）  

第47条  不服審査会は 、 会長が招集する 。  

２  不服審査会は 、 会長及び過半数の委員の出席がなければ 、 これを開き 、 議決をする こ とができない 。  

３  不服審査会の議事は 、 出席し た委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと きは 、 会長の決する と こ ろによ る 。  

（ 合議体 ）  

第48条  不服審査会は 、 委員の う ちから不服審査会が指名する者を も っ て構成する合議体 （ 以下この条において 「 合議体 」 と い

う 。） で 、 審査請求の事件を取り扱 う 。  

２  合議体の う ち 、 会長がその構成に加わる ものにあっ ては 、 会長が長と な り 、 その他のものにあっ ては 、 不服審査会の指名す

る委員が長と なる 。  

３  合議体を構成する委員の定数は 、 ５ 人を標準と し て都道府県が定める数と する 。  

４  合議体は 、 これを構成する委員の過半数が出席し なければ 、 会議を開き 、 議決をする こ とができない 。  

５  合議体の議事は 、 出席し た委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと きは 、 長の決する と こ ろによる 。  

６  不服審査会において別段の定めを し た場合のほかは 、 合議体の議決を も っ て不服審査会の議決とする 。  

（ 市町村等に対する通知 ）  

第49条  法第 102 条の規定による通知は 、 審査請求書の副本若し く は写し又は行政不服審査法 （ 昭和37年法律第 160 号 ） 第17条

第 ２ 項に規定する審査請求録取書の写し を送付する こ と によ り行わなければな ら ない 。  

（ 関係人に対する旅費等 ）  

第50条  都道府県が法第 103 条第 ２ 項の規定によ り支給すべき旅費 、 日当及び宿泊料については 、 地方自治法第 207 条の規定に

基づ く 条例によ る実費弁償の例による ものと し 、 報酬については 、 条例の定める と こ ろによる 。  

 

第 ６ 章  雑  則 

（ 大都市等の特例 ）  

第51条  地方自治法第 252 条の19第 １ 項の指定都市 （ 以下 「 指定都市 」 と い う 。） において 、 法第 106 条の規定によ り 、 指定都

市が処理する事務については 、 地方自治法施行令 （ 昭和22年政令第16号 ） 第 174 条の32第 １ 項から第 ３ 項までに定める と こ ろ

による 。  

２  地方自治法第 252 条の22第 １ 項の中核市 （ 以下 「 中核市 」 と い う 。） において 、 法第 106 条の規定によ り 、 中核市が処理す

る事務については 、 地方自治法施行令第 174 条の49の12に定める と こ ろによる 。  

（ 厚生労働省令への委任 ）  

第52条  この政令で定める もののほか 、 この政令の実施のため必要な手続その他の事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

 

附  則 

（ 施行期日 ）  

第 １ 条  この政令は 、 平成18年 ４ 月 １ 日から施行する 。 ただ し 、 附則第20条及び第21条の規定は 、 公布の日から施行する 。  

（ 不服審査会の委員の任期の経過措置 ）  

第 ２ 条  平成19年 ３ 月31日以前に任命された不服審査会の委員の任期は 、 法第99条第 １ 項の規定にかかわらず 、 同日まで とする 。  

（ 18歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例 ）  

第 ３ 条  当分の間 、 法附則第 ２ 条の規定の適用については 、 同条中 「 児童は 、」 と あるのは 、 「 児童又は第22条第 ２ 項の規定に

よる精神保健福祉セン ターの意見その他の事情を勘案し て障害福祉サービス （ 障害者のみを対象とする ものに限る 。） を利用

する こ とが適当である と市町村が認めた精神障害者である児童は 、」 とする 。  

（ 法附則第 ５ 条第 １ 項の規定によ り支給決定を受けた ものとみな された者に関する読替え ）  

第 ４ 条  法附則第 ５ 条第 ２ 項の規定による読み替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第23条 支給決定は 附則第 ５ 条第 １ 項の規定によ り支給決定

を受けた ものとみな された者に係る支給

決定は 

（ 法附則第 ５ 条第 １ 項の規定によ り支給決定を受けた ものとみな された者に関する経過措置 ）  

第 ５ 条  この政令の施行の日 （ 以下 「 施行日 」 と い う 。） において現に法附則第25条の規定による改正前の児童福祉法 （ 以下

「 旧児童福祉法 」 と い う 。） 第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護及び外出介護に該当する ものを除 く 。） に

係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については 、 施行日に 、 居宅介護に係る介護給付費の支給決定

を受けた ものとみなす 。  

２  施行日において現に旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護に該当する ものに限る 。） に係る居

宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については 、 施行日に 、 行動援護に係る介護給付費の支給決定を受け

た ものとみなす 。  

３  施行日において現に旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 外出介護に該当する ものに限る 。） に係る居

宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については 、 施行日に 、 外出介護に係る介護給付費の支給決定を受け

た ものとみなす 。  

４  施行日において現に旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ３ 項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受け

ている障害児の保護者については 、 施行日に 、 児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

５  施行日において現に旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ４ 項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けてい

る障害児の保護者については 、 施行日に 、 短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  
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６  施行日において現に法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 以下 「 旧身体障害者福祉法 」 と い う 。） 第 ４ 条

の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けて

いる障害者については 、 施行日に 、 居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

７  施行日において現に旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものに限

る 。） に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については 、 施行日に 、 外出介護に係る介護給付費の支給決定

を受けた ものとみなす 。  

８  施行日において現に旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ３ 項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給

の決定を受けている障害者については 、 施行日に 、 法附則第 ８ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する障害者デイサービス （ 以下 「 障害者

デイサービス 」 と い う 。） に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

９  施行日において現に旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ４ 項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決

定を受けている障害者については 、 施行日に 、 短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

10  施行日において現に法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法 （ 以下 「 旧知的障害者福祉法 」 と い う 。） 第 ４ 条

第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 行動援護及び外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る居宅生活支援費の支給の決定

を受けている障害者については 、 施行日に 、 居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

11  施行日において現に旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 行動援護に該当する ものに限る 。）

に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については 、 施行日に 、 行動援護に係る介護給付費の支給決定を受け

た ものとみなす 。  

12  施行日において現に旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものに限る 。）

に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については 、 施行日に 、 外出介護に係る介護給付費の支給決定を受け

た ものとみなす 。  

13  施行日において現に旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ３ 項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決

定を受けている障害者については 、 施行日に 、 障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

14  施行日において現に旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ４ 項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を

受けている障害者については 、 施行日に 、 短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

15  施行日において現に旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ５ 項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決

定を受けている障害者については 、 施行日に 、 共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けた ものとみなす 。  

（ 法附則第 ９ 条に規定する政令で定める日 ）  

第 ６ 条  法附則第 ９ 条に規定する政令で定める日は 、 平成19年 ９ 月30日とする 。  

（ 特定旧法指定施設に関する経過措置 ）  

第 ６ 条の ２  法附則第21条第 １ 項に規定する特定旧法指定施設 （ 以下この条において 「 特定旧法指定施設 」 と い う 。） であっ て

平成18年10月 １ 日前に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法 （ 以下 「 平成18年10月改正前身体障害者福祉法 」

と い う 。） 第17条の30第 １ 項各号のいずれか又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法 （ 以下 「 平成18年10月

改正前知的障害者福祉法 」 と い う 。） 第15条の30第 １ 項各号のいずれかに該当するに至った ものについては 、 同日から法附則

第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 法第50条第 ３ 項において準用する同条第 １ 項各号のいずれかに該当

し た ものとみな し て 、 同条の規定を適用する 。  

２  平成18年10月 １ 日前に特定旧法指定施設に対し てな された平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の28第 １ 項又は平成

18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の28第 １ 項の規定によ る報告若し く は帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め （ 当該報

告若し く は提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来する ものに限る 。） は 、 同日から法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の

施行の日の前日までの間は 、 法第48条第 ３ 項において準用する同条第 １ 項の規定によ り報告若し く は帳簿書類の提出を命ずる

処分又は出頭を求める処分とみなす 。  

３  特定旧法指定施設が 、 平成18年10月 １ 日前に行った次の各号に掲げる支援について 、 同日以後に当該各号に定める費用の請

求を行った場合において 、 当該請求に関し不正があった と きは 、 同日から法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日

までの間は 、 法第50条第 ３ 項において準用する同条第 １ 項第 ５ 号に該当し た ものとみな し て 、 同条の規定を適用する 。  

一  平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援  同項に規定する施設訓練等支援費又は

平成18年10月改正前身体障害者福祉法第17条の13の ４ 第 １ 項に規定する特定入所者食費等給付費 

二  平成18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援  同項に規定する施設訓練等支援費又は

平成18年10月改正前知的障害者福祉法第15条の14の ４ 第 １ 項に規定する特定入所者食費等給付費 

（ 旧法施設支援に関する技術的読替え ）  

第 ６ 条の ３  法附則第21条第 ３ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第29条第 ４ 項 前項 附則第21条第 ２ 項 

（ 特定旧法受給者に関する技術的読替え ）  

第 ６ 条の ４  法附則第22条第 ５ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第29条第 ４ 項 前項 附則第22条第 ４ 項 

（ 福祉ホームに関する経過措置 ）  

第 ６ 条の ５  平成18年10月 １ 日前に法附則第23条第 ２ 項の規定によ り福祉ホームとみな された同項に規定する身体障害者福祉ホ

ーム等 （ 以下この条において 「 みな し福祉ホーム 」 と い う 。） に対し てな された平成18年10月改正前身体障害者福祉法第39条

第 ２ 項又は社会福祉法第70条の規定による報告の命令 （ 当該報告の期限が同日以後に到来する ものに限る 。） は 、 法第81条第

１ 項の規定によ り報告を求める処分とみなす 。  

２  平成18年10月 １ 日前にみな し福祉ホームに対し てな された社会福祉法第71条の規定による事業の改善の命令 （ 当該改善の期

限が同日以後に到来する ものに限る 。） は 、 法第82条第 ２ 項の規定によ り施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす 。  

３  平成18年10月 １ 日前にみな し福祉ホームに対し てな された平成18年10月改正前身体障害者福祉法第41条第 １ 項若し く は社会

福祉法第72条第 １ 項の規定によ る事業の停止の命令 （ 当該停止の期間が同日において満了し ていないものに限る 。） 又は平成

18年10月改正前身体障害者福祉法第41条第 １ 項の規定による廃止の命令 （ 当該廃止の期限が同日以後に到来する ものに限

る 。） は 、 法第82条第 ２ 項の規定によ り事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす 。  
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（ 相談支援事業に関する経過措置 ）  

第 ６ 条の ６  平成18年10月 １ 日前に法附則第23条第 ３ 項の規定によ り相談支援事業とみな された同項に規定する障害児相談支援

事業等 （ 以下この条において 「 みな し相談支援事業 」 と い う 。） に対し てな された法附則第26条の規定による改正前の児童福

祉法 （ 以下この条において 「 平成18年10月改正前児童福祉法 」 と い う 。） 第34条の ４ 、 平成18年10月改正前身体障害者福祉法

第39条第 １ 項又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第21条の ２ 第 １ 項の規定による報告の命令 （ 当該報告の期限が同日以

後に到来する ものに限る 。） は 、 法第81条第 １ 項の規定によ り報告を求める処分とみなす 。  

２  平成18年10月 １ 日前にみな し相談支援事業に対し てな された平成18年10月改正前児童福祉法第34条の ５ 、 平成18年10月改正

前身体障害者福祉法第40条又は平成18年10月改正前知的障害者福祉法第21条の ３ の規定による事業の制限又は停止の命令 （ 当

該制限又は停止の期間が同日において満了し ていないものに限る 。） は 、 法第82条第 １ 項の規定によ り事業の制限又は停止を

命ずる処分とみなす 。  

（ 法附則第29条第 １ 項の規定によ り新法措置とみな される障害福祉サービス ）  

第 ７ 条  施行日において現に旧児童福祉法第21条の25第 １ 項の規定による行政措置 （ 以下この条において 「 旧法措置 」 と い

う 。） を受けて旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護及び外出介護に該当する ものを除 く 。） が

提供されている障害児及び障害児の保護者 （ 以下この条において 「 障害児等 」 と い う 。） は 、 施行日に 、 法附則第25条の規定

による改正後の児童福祉法第21条の25第 １ 項の規定による行政措置 （ 以下この条において 「 新法措置 」 と い う 。） を受けて居

宅介護が提供されている障害児等とみなす 。  

２  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 行動援護に該当する ものに

限る 。） が提供されている障害児等は 、 施行日に 、 新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす 。  

３  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する児童居宅介護 （ 外出介護に該当する ものに

限る 。） が提供されている障害児等は 、 施行日に 、 新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす 。  

４  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ３ 項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児

等は 、 施行日に 、 新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす 。  

５  施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ４ 項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は 、

施行日に 、 新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす 。  

（ 法附則第32条の政令で定める日 ）  

第 ７ 条の ２  法附則第32条の政令で定める日は 、 平成19年 ９ 月30日とする 。  

（ 法附則第37条第 １ 項の規定によ り新法措置とみな される障害福祉サービス ）  

第 ８ 条  施行日において現に旧身体障害者福祉法第18条第 １ 項の規定による行政措置 （ 以下この条において 「 旧法措置 」 と い

う 。） を受けて旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該当する ものを除 く 。） が

提供されている身体障害者は 、 施行日に 、 法附則第34条の規定による改正後の身体障害者福祉法第18条第 １ 項の規定による行

政措置 （ 以下この条において 「 新法措置 」 と い う 。） を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす 。  

２  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ２ 項に規定する身体障害者居宅介護 （ 外出介護に該

当する ものに限る 。） が提供されている身体障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者と

みなす 。  

３  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ３ 項に規定する身体障害者デイサービスが提供され

ている身体障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす 。  

４  施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第 ４ 条の ２ 第 ４ 項に規定する身体障害者短期入所が提供されてい

る身体障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす 。  

（ 法附則第48条の政令で定める精神障害者社会復帰施設 ）  

第 ８ 条の ２  法附則第48条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は 、 法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第50条の ２ 第 ４ 項に規定する精神障害者福祉ホーム （ 厚生労働大臣が定める ものに限る 。） 及び同条第

６ 項に規定する精神障害者地域生活支援セン ターとする 。  

（ 法附則第55条第 １ 項の規定によ り新法措置とみな される障害福祉サービス ）  

第 ９ 条  施行日において現に旧知的障害者福祉法第15条の32第 １ 項の規定によ る行政措置 （ 以下この条において 「 旧法措置 」 と

い う 。） を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 行動援護及び外出介護に該当する ものを

除 く 。） が提供されている知的障害者は 、 施行日に 、 法附則第51条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の32第 １ 項

の規定による行政措置 （ 以下この条において 「 新法措置 」 と い う 。） を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす 。  

２  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 行動援護に該当す

る ものに限る 。） が提供されている知的障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみな

す 。  

３  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ２ 項に規定する知的障害者居宅介護 （ 外出介護に該当す

る ものに限る 。） が提供されている知的障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみな

す 。  

４  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ３ 項に規定する知的障害者デイサービスが提供されてい

る知的障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす 。  

５  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ４ 項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知

的障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす 。  

６  施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第 ４ 条第 ５ 項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されてい

る知的障害者は 、 施行日に 、 新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす 。  

（ 市町村審査会の委員の任期の経過措置 ）  

第10条  平成19年 ３ 月31日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は 、 第 ５ 条第 １ 項の規定にかかわらず 、 同日まで とする 。  

（ 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額の経過措置 ）  

第11条  施行日から平成21年 ３ 月31日までの間 、 第17条第 １ 項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる支給決定障害者等 （ 障害児の保護者を

除 く 。 以下この項において同じ 。） の う ち 、 指定障害者支援施設等若し く は旧法指定施設 （ 法附則第20条に規定する旧法指定

施設をい う 。 以下この項において同じ 。） に入所する者 （ 指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通 う 者及び20歳未満の者
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を除 く 。）、療養介護に係る支給決定を受けた者 （ 20歳未満の者を除 く 。）、共同生活介護若し く は共同生活援助に係る支給決定

を受けた者又は自立訓練若し く は就労移行支援に係る支給決定を受けた者 （ 厚生労働大臣が定める者に限る 。） （ 次項におい

て 「 指定障害者支援施設等入所者等 」 と総称する 。） であっ て 、 その所有する現金及び預貯金等 （ 所得税法施行令 （ 昭和40年

政令第96号 ） 第31条第 ２ 号に規定する預貯金等をい う 。 次項及び附則第13条の ２ において同じ 。） の合計額が少額である こ と

その他の厚生労働省令で定める要件に該当する ものの負担上限月額及び高額障害福祉サービス費算定基準額は 、 第17条及び第

21条の規定にかかわらず 、 第17条第 １ 項第 ２ 号及び第21条第 ２ 号中 「 24,600 円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で

支給決定障害者等の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号及び同条第 ３ 号中

「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と

こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

２  平成19年 ４ 月 １ 日から平成21年 ３ 月31日までの間 、 第17条第 １ 項第 １ 号に掲げる支給決定障害者等 （ 支給決定障害者等及び

当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度 （ 指定障害福祉サー

ビス等のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税の同法第 292 条第 １

項第 ２ 号に掲げる所得割の額を合算し た額が16万円未満である ものに限る 。） 又は第17条第 １ 項第 ２ 号若し く は第 ３ 号に掲げ

る支給決定障害者等の う ち 、 指定障害者支援施設等入所者等以外の者であっ て 、 その所有する現金及び預貯金等の合計額が少

額である こ と その他の厚生労働省令で定める要件に該当する ものの負担上限月額は 、 同条の規定にかかわらず 、 同項第 １ 号中

「 37,200 円 」 と あるのは 「 零以上 37,200 円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と

こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ２ 号中 「 24,600 円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得

の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000

円以下の範囲内で支給決定障害者等の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

３  第17条第 １ 項第 １ 号に掲げる支給決定障害者等が 、 当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者 （ 当該支給決定障害者等

の配偶者を除 く 。） の扶養親族及び被扶養者に該当し ない と きは 、 前項の規定の適用については 、 支給決定障害者等と同一の

世帯に属する者を 、 当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者のみである ものと する こ とができ る 。  

４  第17条第 １ 項第 １ 号に掲げる支給決定障害者等について第 ２ 項の規定が適用される場合における第20条第 １ 項の規定の適用

については 、 同項第 １ 号及び第 ３ 号中 「 第17条第 ３ 項 」 と あるのは 、 「 附則第11条第 ３ 項 」 とする 。  

５  第 ２ 項の規定が適用される場合において 、 当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第20条第 １ 項第 １ 号に

掲げる額及び同項第 ３ 号に掲げる額 （ 当該支給決定障害者等 （ 障害児の保護者に限る 。） が施設給付決定保護者である場合に

おける当該施設給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る ものとする 。 以下この項及び次項において同じ 。） を合算

し た額が負担上限月額 （ 当該支給決定障害者等 （ 障害児の保護者に限る 。） が施設給付決定保護者である場合にあっ ては 、 当

該負担上限月額と当該施設給付決定保護者に係る児童福祉法施行令 （ 昭和23年政令第74号 ） 第27条の ２ 第 １ 項に規定する負担

上限月額のいずれか高い額とする 。 以下この項及び次項において同じ 。） を超える と きは 、 第20条第 １ 項の規定にかかわらず 、

当該支給決定障害者等に対し て高額障害福祉サービス費を支給する ものと し 、 その額は 、 次に掲げる額を合算し た額とする 。  

一  当該支給決定障害者等に係る第20条第 １ 項第 １ 号及び第 ３ 号に掲げる額を合算し た額から負担上限月額を控除し て得た額

（ 当該支給決定障害者等 （ 障害児の保護者に限る 。） が施設給付決定保護者である場合にあっ ては 、 その額に障害児保護者

按分率 （ 施設給付決定保護者である支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る同項第 １ 号に掲げる額を同号及び

同項第 ３ 号に掲げる額を合算し た額で除し て得た率をい う 。） を乗じ て得た額とする 。）  

二  調整後利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス費算定基準額を控除し て得た額 （ その額が零を下回る場合には 、

零とする 。） に支給決定障害者等按分率を乗じ て得た額 

６  前項第 ２ 号の 「 調整後利用者負担世帯合算額 」 とは 、 利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等 （ 支

給決定障害者等及びその配偶者である支給決定障害者等が第17条第 ３ 項又はこの条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあっ て

は 、 これらの者とする 。） に係る第20条第 １ 項第 １ 号及び第 ３ 号に掲げる額を合算し た額から負担上限月額を控除し て得た額

を控除し て得た額をい う 。  

（ 指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置 ）  

第11条の ２  平成18年10月 １ 日から法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第17条第 １ 項中 「 第29条第

４ 項 」 と あるのは 、 「 第29条第 ４ 項 （ 法附則第21条第 ３ 項及び第22条第 ５ 項において準用する場合を含む 。 以下この条におい

て同じ 。）」 とする 。  

（ 高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置 ）  

第11条の ３  平成18年10月 １ 日から法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第20条第 １ 項第 １ 号中 「 第

29条第 ３ 項 」 と あるのは 、 「 第29条第 ３ 項又は法附則第21条第 ２ 項若し く は第22条第 ４ 項 」 とする 。  

（ 特定入所サービスの経過措置 ）  

第11条の ４  平成18年10月 １ 日から法附則第 １ 条第 ３ 号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は 、 第21条の ２ 中 「 施設入所支

援 」 と あるのは 、 「 施設入所支援又は法附則第20条に規定する旧法施設支援 」 とする 。  

（ 支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例 ）  

第12条  法第54条第 １ 項の政令で定める基準は 、 第29条に規定する もののほか 、 平成21年 ３ 月31日までの間は 、 支給認定に係る

障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度 （ 指定自立支援医療のあった月が ４ 月か

ら ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定める と こ ろに

よ り合算し た額が 235,000 円以上であ り 、 かつ 、 当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者である こ と と する 。  

（ 指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例 ）  

第13条  指定自立支援医療 （ 育成医療を除 く 。） に係る負担上限月額は 、 第35条第 １ 項に規定する もののほか 、 平成21年 ３ 月31

日までの間は 、 前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については 、 20,000 円とする 。  

２  育成医療に係る負担上限月額は 、 第35条第 １ 項に規定する もののほか 、 平成21年 ３ 月31日までの間は 、 次の各号に掲げる支

給認定障害者等の区分に応じ 、 当該各号に定める額とする 。  

一  前条で規定する基準の経過的特例に該当する者  20,000 円 

二  その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について 、 指定自立支援医療のあった月の属する年度 （ 指定自立支援

医療のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生

労働省令で定める と こ ろによ り合算し た額が 235,000 円未満であっ て 、 当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外の

ものである場合における当該支給認定障害者等 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  40,200 円 
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三  その支給認定に係る障害児及び支給認定基準世帯員について 、 指定自立支援医療のあった月の属する年度 （ 指定自立支援

医療のあった月が ４ 月から ６ 月までの場合にあっ ては 、 前年度 ） 分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生

労働省令で定める と こ ろによ り合算し た額が 33,000 円未満であっ て 、 当該支給認定に係る障害児が高額治療継続者以外のも

のである場合における当該支給認定障害者等  10,000 円 

（ 指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置 ）  

第13条の ２  平成18年10月 １ 日から平成21年 ３ 月31日までの間 、 第42条の ４ 第 １ 項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる支給決定障害者

（ 20歳未満の者を除 く 。） であっ て 、 その所有する現金及び預貯金等の合計額が少額である こ と その他の厚生労働省令で定め

る要件に該当する ものの指定療養介護医療等に係る負担上限月額は 、 同条の規定にかかわらず 、 同項第 ２ 号中 「 24,600 円 」 と

あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し

た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案し て厚

生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

（ 児童福祉法施行令の一部改正 ）  

第14条  児童福祉法施行令 （ 昭和23年政令第74号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条中 「 第 ６ 条の ２ 第12項 」 を 「 第 ６ 条の ２ 第 ３ 項 」 に改める 。  

第22条中 「 第21条の ３ 第 ３ 項 （ 法第21条の ９ 第 ８ 項において準用する場合を含む 。）」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 ３ 項 」 に改める 。  

第23条中 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ６ 項 」 に改める 。  

第23条の ２ 中 「 第21条の ９ の ２ 」 を 「 第21条の ９ の ６ 」 に改める 。  

第24条及び第25条を次のよ う に改める 。  

第24条及び第25条  削除 

第26条第 １ 項中 「 児童居宅介護の措置 」 を 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第 ２ 項に規定する居宅介護 、

同条第 ４ 項に規定する行動援護又は同法附則第 ８ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する外出介護 （ 以下この項において 「 居宅介護等 」 と

い う 。） の措置 」 に改め 、 「（法第 ６ 条の ２ 第 ２ 項に規定する障害児をい う 。 以下この条において同じ 。）」 を削り 、 「 児童居宅

介護を 」 を 「 居宅介護等を 」 に 、 「 児童居宅介護の提供 」 を 「 居宅介護等の提供 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 児童デイサービス

の 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第 ７ 項に規定する児童デイサービス （ 以下この項において 「 児童デイサービス 」 と い う 。）

の 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 児童短期入所の 」 を 「 障害者自立支援法第 ５ 条第 ８ 項に規定する短期入所 （ 以下この項において

「 短期入所 」 と い う 。） の 」 に 、 「 児童短期入所を 」 を 「 短期入所を 」 に改める 。  

第39条中 「 第55条の ２ 」 を 「 第55条 」 に改める 。  

第42条第 １ 号を次のよ う に改める 。  

一  削除 

第42条第 ２ 号中 「 第21条の ９ 第 ２ 項第 １ 号 」 を 「 第21条の ９ 第 ２ 項 」 に 、 「 同項第 ２ 号 」 を 「 同項 」 に改め 、 同条に次の １

号を加える 。  

八  法第51条第 ２ 号に掲げる費用の う ち法第21条の25第 １ 項の措置に要する費用については 、 厚生労働大臣が定める基準に

よつて算定し た法第51条第 ２ 号に掲げる費用 （ 法第21条の25第 １ 項の措置に要する費用に限る 。） の額から厚生労働大臣が

定める基準によつて算定し た当該費用に係る法第56条第 ２ 項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の

額の合計額を控除し た額 

第44条を次のよ う に改める 

第44条  法第53条の ２ の規定による法第50条第 ５ 号の ２ に掲げる費用に対する国庫の補助は 、 各年度において 、 厚生労働大臣

が定める基準によつて算定し た同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定し た当該費用に係る法第

56条第 ５ 項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除し た額について行 う 。  

（ 身体障害者福祉法施行令の一部改正 ）  

第15条  身体障害者福祉法施行令 （ 昭和25年政令第78号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第13条を次のよ う に改める 。  

（ 指定施設支援に係る負担上限月額 ）   

第13条  法第17条の10第 ３ 項に規定する当該施設支給決定身体障害者の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定

める額 （ 次項において 「 負担上限月額 」 と い う 。） は 、 次の各号に掲げる施設支給決定身体障害者 （ 法第17条の11第 ５ 項に

規定する施設支給決定身体障害者をい う 。 以下同じ 。） の区分に応じ 、 当該各号に定める額と する 。  

一  次号から第 ４ 号までに掲げる者以外の者  37,200 円 

二  市町村民税世帯非課税者 （ 施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施

設支援 （ 法第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。 以下同じ 。） のあつた月の属する年度 （ 指定施設支援のあ

つた月が ４ 月から ６ 月までの場合にあつては 、 前年度 ） 分の地方税法 （ 昭和25年法律第 226 号 ） の規定による市町村民税

（ 同法の規定による特別区民税を含むものと し 、 同法第 328 条の規定によつて課する所得割を除 く 。 以下この号において

同じ 。） を課されない者 （ 市町村の条例で定める と こ ろによ り当該市町村民税を免除された者を含むものと し 、 当該市町

村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有し ない者を除 く 。） である場合における当該施設支給決定身体障害者

をい う 。 次号において同じ 。） 又は施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が

指定施設支援のあつた月において要保護者 （ 生活保護法第 ６ 条第 ２ 項に規定する要保護者をい う 。 次号及び第 ４ 号におい

て同じ 。） である者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者 （ 次号及び

第 ４ 号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  市町村民税世帯非課税者であ り 、 かつ 、 指定施設支援のあつた月の属する年の前年 （ 指定施設支援のあつた月が １ 月か

ら ６ 月までの場合にあつては 、 前々年とする 。 以下この号において同じ 。） 中の公的年金等の収入金額 （ 所得税法 （ 昭和

40年法律第33号 ） 第35条第 ２ 項第 １ 号に規定する公的年金等の収入金額をい う 。）、当該指定施設支援のあつた月の属する

年の前年の合計所得金額 （ 地方税法第 292 条第 １ 項第13号に規定する合計所得金額をいい 、 その額が零を下回る場合には 、

零とする 。） 及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法 （ 昭和34年法律第 141 号 ） に基

づ く 障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計し た金額の合計額が 800,000 円以下である者又は施設支給決

定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者であ

る者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該施設支給決定身体障害者 （ 次号に掲げる者を除

く 。）  15,000 円 
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四  施設支給決定身体障害者及び当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者が 、 指定施設支援のあつた月におい

て 、 生活保護法第 ６ 条第 １ 項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場

合における当該施設支給決定身体障害者  零 

２  前項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる施設支給決定身体障害者の う ち 、 指定身体障害者更生施設等 （ 法第17条の10第 １ 項に規定

する指定身体障害者更生施設等をい う 。 以下同じ 。） に入所する者 （ 指定身体障害者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働

省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。）、指定知的障害者更生施設等 （ 知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） 第15条

の11第 １ 項に規定する指定知的障害者更生施設等をい う 。 以下同じ 。） に入所する者 （ 指定知的障害者更生施設等に通 う 者

その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。） 又は障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第16

項に規定する共同生活援助 （ 以下 「 共同生活援助 」 と い う 。） に係る支給決定を受けた者であつて 、 その所有する現金 、 預

貯金等 （ 所得税法施行令 （ 昭和40年政令第96号 ） 第31条第 ２ 号に規定する預貯金等をい う 。 第17条の ４ 第 ２ 項において同

じ 。） 及び郵便貯金 （ 所得税法第 ９ 条の ２ 第 １ 項に規定する郵便貯金をい う 。 第17条の ４ 第 ２ 項において同じ 。） の合計額

が少額である こ と その他の厚生労働省令で定める要件に該当する ものの負担上限月額は 、 前項の規定にかかわらず 、 同項第

２ 号中 「 24,600 円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働

省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で施設支

給決定身体障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

３  施設支給決定身体障害者が 、 当該施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者 （ 当該施設支給決定身体障害者の配偶

者を除 く 。） の扶養親族 （ 地方税法第23条第 １ 項第 ８ 号に規定する扶養親族をい う 。） 及び被扶養者 （ 健康保険法 （ 大正11

年法律第70号 ）、 船員保険法 （ 昭和14年法律第73号 ）、 国家公務員共済組合法 （ 昭和33年法律第 128 号 。 他の法律において

準用する場合を含む 。） 又は地方公務員等共済組合法 （ 昭和37年法律第 152 号 ） の規定による被扶養者をい う 。） に該当し

ない と きは 、 第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号の規定の適用 （ 同項第 ２ 号及び第 ３ 号に規定する厚生労働省令で定める者に該当する

ものに係る適用を除 く 。） については 、 施設支給決定身体障害者と同一の世帯に属する者を 、 当該施設支給決定身体障害者

と同一の世帯に属するその配偶者のみである ものとする こ とができ る 。  

４  法第17条の10第 ３ 項の政令で定める と こ ろによ り算定し た額は 、 第 １ 項各号に掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める

額 （ 第 ２ 項の規定が適用される場合にあつては 、 同項に定める額 ） とする 。  

第14条を次のよ う に改める 。  

第14条  削除 

第15条第 １ 項中「（同項に規定する施設支給決定身体障害者をい う 。 以下同じ 。）」 を削る 。  

第17条の次に次の ５ 条を加える 。  

（ 高額施設訓練等支援費の対象と なるサービス及び施設訓練等支援費等 ）   

第17条の ２  法第17条の13の ３ 第 １ 項に規定する身体障害者施設支援の う ち政令で定める ものは 、 指定施設支援と し 、 同項に

規定する知的障害者施設支援の う ち政令で定める ものは 、 知的障害者福祉法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援と し 、

法第17条の13の ３ 第 １ 項に規定する介護給付等対象サービスの う ち政令で定める ものは 、 介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123

号 ） 第51条に規定する居宅サービス （ これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス （ これに相当するサービスを

含む 。） 若し く は施設サービス又は同法第61条に規定する介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） 若し く は

地域密着型介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） （ 次条において 「 居宅サービス等 」 と総称する 。） とす

る 。  

２  法第17条の13の ３ 第 １ 項に規定する施設訓練等支援費の う ち政令で定める ものは 、 法第17条の10第 １ 項に規定する施設訓

練等支援費と し 、 法第17条の13の ３ 第 １ 項に規定する知的障害者福祉法第15条の11第 １ 項に規定する施設訓練等支援費の う

ち政令で定める ものは 、 同項に規定する施設訓練等支援費と し 、 法第17条の13の ３ 第 １ 項に規定する介護給付等の う ち政令

で定める ものは 、 介護保険法第51条に規定する居宅介護サービス費 、 特例居宅介護サービス費 、 地域密着型介護サービス費 、

特例地域密着型介護サービス費 、 施設介護サービス費 、 特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第61条

に規定する介護予防サービス費 、 特例介護予防サービス費 、 地域密着型介護予防サービス費 、 特例地域密着型介護予防サー

ビス費及び高額介護予防サービス費 （ 次条において 「 介護サービス費等 」 と総称する 。） とする 。  

（ 高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等 ）   

第17条の ３  法第17条の13の ３ に規定する高額施設訓練等支援費は 、 次に掲げる額を合算し た額 （ 以下 「 利用者負担世帯合算

額 」 と い う 。） が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定身体障害者 （ 施設支給決定身体障害者が支

給決定障害者等 （ 障害者自立支援法第 ５ 条第17項第 ２ 号に規定する支給決定障害者等をい う 。 以下この項において同じ 。）

である場合を除 く 。） に支給する ものと し 、 その額は 、 利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費算定基準額を控除

し て得た額に施設支給決定身体障害者按分率 （ 施設支給決定身体障害者が同一の月に受けたサービスに係る次に掲げる額を

合算し た額 （ 以下 「 施設支給決定身体障害者利用者負担合算額 」 と い う 。） を利用者負担世帯合算額で除し て得た率をい

う 。） を乗じ て得た額とする 。  

一  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者 （ 施設支給決定身体障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者

が第13条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者とする 。 第 ３ 号において同じ 。） が同一の月に受けた

指定施設支援に係る法第17条の10第 ２ 項第 １ 号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓

練等支援費の合計額を控除し て得た額 

二  同一の世帯に属する知的障害者福祉法第15条の12第 ５ 項に規定する施設支給決定知的障害者 （ 施設支給決定身体障害者

及びその配偶者である当該施設支給決定知的障害者が第13条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者と

する 。） が同一の月に受けた同法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同条第 ２ 項第 １ 号に掲げる額の合計額

から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓練等支援費の合計額を控除し て得た額 

三  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等 （ 高額介護サ

ービス費及び高額介護予防サービス費を除 く 。） の合計額に90分の 100 （ 介護保険法第50条又は第60条の規定が適用され

る場合にあつては 、 100 分の 100 を これらの規定に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において市町村

が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を

控除し て得た額 
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四  同一の世帯に属する支給決定障害者等 （ 施設支給決定身体障害者及びその配偶者である支給決定障害者等が第13条第 ３

項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者とする 。） が同一の月に受けた障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規

定する障害福祉サービス （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された ものを含む 。 以下この号に

おいて 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） に係る同法第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費及び訓練等給付費の

額並びに同法第30条第 ２ 項の規定によ り市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に90分の 100

（ 同法第31条の規定が適用される場合にあつては 、 100 分の 100 を同条に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の

範囲内において市町村が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護

給付費等 （ 同法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等をいい 、 同法附則第 ８ 条第 １ 項の規定によ り支給する給付を含

む 。） の合計額を控除し て得た額 

２  施設支給決定身体障害者が 、 次条第 ２ 号から第 ４ 号までに掲げる者であつて 、 前項第 ３ 号に掲げる額が同条第 ２ 号から第

４ 号までに定める額を超える と きは 、 同項第 ３ 号に掲げる額は同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額とする 。 この場合にお

いて 、 施設支給決定身体障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第 ３ 号に掲げる額は 、 同条第 ２ 号から第 ４ 号まで

に定める額に厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た率を乗じ て得た額とする 。  

３  施設支給決定身体障害者が 、 第13条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であつて 、 当該施設支給決定身体障害者が同一の月に受けた

サービスに係る施設支給決定身体障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除し て得た額が 、 第 １ 項の規定によ り当

該施設支給決定身体障害者に対し て支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超える と きは 、 当該施設支給決定身体障害

者に支給される高額施設訓練等支援費の額は 、 同項の規定にかかわらず 、 当該施設支給決定身体障害者利用者負担合算額か

ら同号に定める額を控除し て得た額とする 。  

４  高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関し て必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 高額施設訓練等支援費算定基準額 ）   

第17条の ４  前条第 １ 項の高額施設訓練等支援費算定基準額 （ 次項において 「 高額施設訓練等支援費算定基準額 」 と い う 。）

は 、 次の各号に掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める額と する 。  

一  第13条第 １ 項第 １ 号に掲げる者  37,200 円 

二  第13条第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号に掲げる者 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  第13条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であつて 、 その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が 24,600 円未満である ものの う

ち 、 施設支給決定身体障害者利用者負担合算額が 15,000 円以上である もの  15,000 円 

四  第13条第 １ 項第 ４ 号に掲げる者  零 

２  前項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる施設支給決定身体障害者の う ち 、 指定身体障害者更生施設等に入所する者 （ 指定身体障害

者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。）、指定知的障害者更生施設等に入所する

者 （ 指定知的障害者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。） 又は共同生活援助に

係る支給決定を受けた者であつて 、 その所有する現金 、 預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額である こ と その他の厚生労働

省令で定める要件に該当する ものの高額施設訓練等支援費算定基準額は 、 前項の規定にかかわらず 、 同項第 ２ 号中 「 24,600

円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で施設支給決定身体障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と

こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で施設支給決定身体障害

者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給 ）   

第17条の ５  法第17条の13の ４ の特定入所者食費等給付費について 、 市町村は 、 指定身体障害者更生施設等における食事の提

供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案し て厚生労働大臣が定める費用の額 （ 以下この条において 「 食費等の基準費用

額 」 と い う 。） から 、 平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者 （ 法第17条の13の ４ 第 １ 項に

規定する特定入所者をい う 。 以下同じ 。） の所得の状況その他の事情を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し

た額 （ 以下この条において 「 食費等の負担限度額 」 と い う 。） を控除し た額 （ その額が現に食事の提供及び居住に要し た費

用の額を超える と きは 、 当該現に食事の提供及び居住に要し た費用の額 ） を支給する 。  

２  厚生労働大臣は 、 食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に 、 指定身体障害者更生施設等における食事の

提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著し く 変動し た と きは 、 速やかにそれらの額を改定し なければな ら ない 。  

３  市町村は 、 第 １ 項の規定にかかわらず 、 特定入所者が指定身体障害者更生施設等に対し 、 食事の提供及び居住に要する費

用と し て 、 食費等の基準費用額 （ 法第17条の13の ４ 第 ２ 項において準用する法第17条の11第 ９ 項の規定によ り特定入所者食

費等給付費の支給があつた ものとみな された特定入所者にあつては 、 食費等の負担限度額 ） を超える金額を支払つた場合に

は 、 特定入所者食費等給付費を支給し ない 。  

４  前 ３ 項に規定する もののほか 、 特定入所者食費等給付費の支給及び指定身体障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費

の請求に関し て必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え ）   

第17条の ６  法第17条の13の ４ 第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第17条の11第 ７ 項 施設支給決定身体障害者 特定入所者 （ 第17条の13の ４ 第 １ 項に

規定する特定入所者をい う 。 以下この

条において同じ 。）  

施設支給決定身体障害者 特定入所者 第17条の11第 ８ 項 

当該指定施設支援に要し た費用 （ 特定費

用を除 く 。）  

当該指定身体障害者更生施設等におけ

る食事の提供及び居住に要し た費用 

前項 第17条の13の ４ 第 ２ 項において準用す

る前項 

第17条の11第 ９ 項 

施設支給決定身体障害者 特定入所者 

第17条の11第10項 前条第 ２ 項第 １ 号の市町村長が定める基

準及び第17条の26に規定する指定身体障

害者更生施設等の設備及び運営に関する

身体障害者福祉法施行令第17条の ５ 第

１ 項及び第 ３ 項の規定 
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基準 （ 指定施設支援の取扱いに関する部

分に限る 。）  

第17条の11第11項 前項 第17条の13の ４ 第 ２ 項において準用す

る前項 

第18条の見出し中 「 身体障害者居宅介護 」 を 「 居宅介護等 」 に改め 、 同条中 「 身体障害者居宅介護の措置 」 を 「 障害者自立

支援法第 ５ 条第 ２ 項に規定する居宅介護又は同法附則第 ８ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する外出介護 （ 以下この条において 「 居宅介

護等 」 と い う 。） の措置 」 に 、 「 身体障害者居宅介護を 」 を 「 居宅介護等を 」 に 、 「 身体障害者居宅介護の提供 」 を 「 居宅介

護等の提供 」 に改める 。  

第19条の見出し中 「 身体障害者デイサービス 」 を 「 障害者デイサービス 」 に改め 、 同条中 「 身体障害者デイサービスの 」 を

「 障害者自立支援法附則第 ８ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する障害者デイサービス （ 以下この条において 「 障害者デイサービス 」 と

い う 。） の 」 に 、 「 身体障害者デイサービスを 」 を 「 障害者デイサービスを 」 に改める 。  

第20条の見出し中 「 身体障害者短期入所 」 を 「 短期入所 」 に改め 、 同条中 「 身体障害者短期入所の 」 を 「 障害者自立支援法

第 ５ 条第 ８ 項に規定する短期入所 （ 以下この条において 「 短期入所 」 と い う 。） の 」 に 、 「 身体障害者短期入所を 」 を 「 短期

入所を 」 に改める 。  

第21条から第26条までを次のよ う に改める 。  

第21条から第26条まで  削除 

第29条中 「 、 居宅受給者証 」 及び 「 、 更生医療 」 を削る 。  

第30条中 「 第37条第 １ 項又は第37条の ２ 第 １ 項 」 を 「 第37条又は第37条の ２ 」 に改め 、 同条第 ３ 号中 「 第18条第 ３ 項 」 を

「 第18条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項 」 に改め 、 同条第 ４ 号中「（同条第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。）」 を削り 、 「 同

項 」 を 「 同条第 １ 項 」 に 、 「 特定日常生活費 」 を 「 特定費用 」 に 、 「 厚生労働大臣が定める基準によつて 」 を 「 厚生労働省令

で定める と こ ろによ り 」 に改め 、 「 算定し た額 」 の下に「（同条第 ３ 項の規定が適用される場合にあつては第13条第 １ 項各号に

掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める額 （ 同条第 ２ 項の規定が適用される場合にあつては 、 同項に規定する額 ） と し 、 法

第17条の13の ２ の規定が適用される場合にあつては法第17条の10第 ２ 項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村

長が定めた額と する 。）」 を加え 、 同条第 ４ 号の次に次の １ 号を加える 。  

4 の二  法第35条第 ２ 号の ２ に掲げる費用の う ち法第17条の13の ３ 第 １ 項又は第17条の13の ４ 第 １ 項の高額施設訓練等支援費

又は特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については 、 当該年度において現に要し た当該費用の額 （ その費用のため

の収入がある と きは 、 その収入の額を控除する ものとする 。）  

第30条第 ５ 号中 「 第19条又は 」 を削り 、 「 厚生労働大臣が定める基準によつて算定し た法第19条第 １ 項の規定による更生医

療の給付 （ 更生医療に要する費用の支給を含む 。） に要する費用の額及び法第20条第 １ 項 」 を 「 同条第 １ 項 」 に改め 、 同条第

６ 号中 「 第 １ 号から第 ３ 号まで 」 を 「 第 １ 号及び第 ２ 号 」 に改め 、 「 及び法第19条の ５ の規定によ り都道府県知事が行 う 行政

措置に要する費用 」 を削り 、 「 法第36条第 ２ 号 」 を 「 同条第 ２ 号 」 に改める 。  

第32条を次のよ う に改める 。  

第32条  削除 

第34条第 １ 項中 「 第 174 条の28第 １ 項から第 ６ 項まで 」 を 「 第 174 条の28第 １ 項から第 ５ 項まで 」 に改める 。  

（ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正 ）  

第16条  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 （ 昭和25年政令第 155 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ４ 条を次のよ う に改める 。  

第 ４ 条  削除 

第 ４ 条の ２ から第 ５ 条の ２ までを削る 。  

第 ５ 条の ３ 中 「 市町村長 」 の下に「（特別区の長を含む 。 以下同じ 。）」 を加え 、 同条を第 ５ 条とする 。  

第14条第 ２ 項中 「 第 ４ 条の ２ 第 ２ 項から第 ４ 項まで 、 第 ５ 条の ３ 」 を 「 第 ５ 条 」 に改める 。  

（ 知的障害者福祉法施行令の一部改正 ）  

第17条  知的障害者福祉法施行令 （ 昭和35年政令第 103 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ３ 条を次のよ う に改める 。  

（ 指定施設支援に係る負担上限月額 ）   

第 ３ 条  法第15条の11第 ３ 項に規定する当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情を しん酌し て政令で定

める額 （ 次項において 「 負担上限月額 」 と い う 。） は 、 次の各号に掲げる施設支給決定知的障害者 （ 法第15条の12第 ５ 項に

規定する施設支給決定知的障害者をい う 。 以下同じ 。） の区分に応じ 、 当該各号に定める額と する 。  

一  次号から第 ４ 号までに掲げる者以外の者  37,200 円 

二  市町村民税世帯非課税者 （ 施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施

設支援 （ 法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。 以下同じ 。） のあつた月の属する年度 （ 指定施設支援のあ

つた月が ４ 月から ６ 月までの場合にあつては 、 前年度 ） 分の地方税法 （ 昭和25年法律第 226 号 ） の規定による市町村民税

（ 同法の規定による特別区民税を含むものと し 、 同法第 328 条の規定によつて課する所得割を除 く 。 以下この号において

同じ 。） を課されない者 （ 市町村の条例で定める と こ ろによ り当該市町村民税を免除された者を含むものと し 、 当該市町

村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有し ない者を除 く 。） である場合における当該施設支給決定知的障害者

をい う 。 次号において同じ 。） 又は施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が

指定施設支援のあつた月において要保護者 （ 生活保護法 （ 昭和25年法律第 144 号 ） 第 ６ 条第 ２ 項に規定する要保護者をい

う 。 次号及び第 ４ 号において同じ 。） である者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該施設支給

決定知的障害者 （ 次号及び第 ４ 号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  市町村民税世帯非課税者であ り 、 かつ 、 指定施設支援のあつた月の属する年の前年 （ 指定施設支援のあつた月が １ 月か

ら ６ 月までの場合にあつては 、 前々年とする 。 以下この号において同じ 。） 中の公的年金等の収入金額 （ 所得税法 （ 昭和

40年法律第33号 ） 第35条第 ２ 項第 １ 号に規定する公的年金等の収入金額をい う 。）、当該指定施設支援のあつた月の属する

年の前年の合計所得金額 （ 地方税法第 292 条第 １ 項第13号に規定する合計所得金額をいい 、 その額が零を下回る場合には 、

零とする 。） 及び当該指定施設支援のあつた月の属する年の前年に支給された国民年金法 （ 昭和34年法律第 141 号 ） に基

づ く 障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計し た金額の合計額が 800,000 円以下である者又は施設支給決

定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が指定施設支援のあつた月において要保護者であ

る者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場合における当該施設支給決定知的障害者 （ 次号に掲げる者を除

く 。）  15,000 円 
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四  施設支給決定知的障害者及び当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者が 、 指定施設支援のあつた月におい

て 、 生活保護法第 ６ 条第 １ 項に規定する被保護者又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定める ものに該当する場

合における当該施設支給決定知的障害者  零 

２  前項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる施設支給決定知的障害者の う ち 、 指定知的障害者更生施設等 （ 法第15条の11第 １ 項に規定

する指定知的障害者更生施設等をい う 。 以下同じ 。） に入所する者 （ 指定知的障害者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働

省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。）、指定身体障害者更生施設等 （ 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第17

条の10第 １ 項に規定する指定身体障害者更生施設等をい う 。 以下同じ 。） に入所する者 （ 指定身体障害者更生施設等に通 う

者その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。） 又は障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第

16項に規定する共同生活援助 （ 以下 「 共同生活援助 」 と い う 。） に係る支給決定を受けた者であつて 、 その所有する現金 、

預貯金等 （ 所得税法施行令 （ 昭和40年政令第96号 ） 第31条第 ２ 号に規定する預貯金等をい う 。 第 ７ 条の ４ 第 ２ 項において同

じ 。） 及び郵便貯金 （ 所得税法第 ９ 条の ２ 第 １ 項に規定する郵便貯金をい う 。 第 ７ 条の ４ 第 ２ 項において同じ 。） の合計額

が少額である こ と その他の厚生労働省令で定める要件に該当する ものの負担上限月額は 、 前項の規定にかかわらず 、 同項第

２ 号中 「 24,600 円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働

省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で施設支

給決定知的障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

３  施設支給決定知的障害者が 、 当該施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者 （ 当該施設支給決定知的障害者の配偶

者を除 く 。） の扶養親族 （ 地方税法第23条第 １ 項第 ８ 号に規定する扶養親族をい う 。） 及び被扶養者 （ 健康保険法 （ 大正11

年法律第70号 ）、 船員保険法 （ 昭和14年法律第73号 ）、 国家公務員共済組合法 （ 昭和33年法律第 128 号 。 他の法律において

準用する場合を含む 。） 又は地方公務員等共済組合法 （ 昭和37年法律第 152 号 ） の規定による被扶養者をい う 。） に該当し

ない と きは 、 第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号の規定の適用 （ 同項第 ２ 号及び第 ３ 号に規定する厚生労働省令で定める者に該当する

ものに係る適用を除 く 。） については 、 施設支給決定知的障害者と同一の世帯に属する者を 、 当該施設支給決定知的障害者

と同一の世帯に属するその配偶者のみである ものとする こ とができ る 。  

４  法第15条の11第 ３ 項の政令で定める と こ ろによ り算定し た額は 、 第 １ 項各号に掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める

額 （ 第 ２ 項の規定が適用される場合にあつては 、 同項に定める額 ） とする 。  

第 ４ 条を次のよ う に改める 。  

第 ４ 条  削除 

第 ５ 条第 １ 項中「（同項に規定する施設支給決定知的障害者をい う 。 以下同じ 。）」 を削る 。  

第 ７ 条中 「 居宅受給者証及び 」 を削り 、 同条の次に次の ５ 条を加える 。  

（ 高額施設訓練等支援費の対象と なるサービス及び施設訓練等支援費等 ）   

第 ７ 条の ２  法第15条の14の ３ 第 １ 項に規定する知的障害者施設支援の う ち政令で定める ものは 、 指定施設支援と し 、 同項に

規定する身体障害者施設支援の う ち政令で定める ものは 、 身体障害者福祉法第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援と し 、

法第15条の14の ３ 第 １ 項に規定する介護給付等対象サービスの う ち政令で定める ものは 、 介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123

号 ） 第51条に規定する居宅サービス （ これに相当するサービスを含む。）、地域密着型サービス （ これに相当するサービスを

含む 。） 若し く は施設サービス又は同法第61条に規定する介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） 若し く は

地域密着型介護予防サービス （ これに相当するサービスを含む 。） （ 次条において 「 居宅サービス等 」 と総称する 。） とす

る 。  

２  法第15条の14の ３ 第 １ 項に規定する施設訓練等支援費の う ち政令で定める ものは 、 法第15条の11第 １ 項に規定する施設訓

練等支援費と し 、 法第15条の14の ３ 第 １ 項に規定する身体障害者福祉法第17条の10第 １ 項に規定する施設訓練等支援費の う

ち政令で定める ものは 、 同項に規定する施設訓練等支援費と し 、 法第15条の14の ３ 第 １ 項に規定する介護給付等の う ち政令

で定める ものは 、 介護保険法第51条に規定する居宅介護サービス費 、 特例居宅介護サービス費 、 地域密着型介護サービス費 、

特例地域密着型介護サービス費 、 施設介護サービス費 、 特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第61条

に規定する介護予防サービス費 、 特例介護予防サービス費 、 地域密着型介護予防サービス費 、 特例地域密着型介護予防サー

ビス費及び高額介護予防サービス費 （ 次条において 「 介護サービス費等 」 と総称する 。） とする 。  

（ 高額施設訓練等支援費の支給要件及び支給額等 ）   

第 ７ 条の ３  法第15条の14の ３ に規定する高額施設訓練等支援費は 、 次に掲げる額を合算し た額 （ 以下 「 利用者負担世帯合算

額 」 と い う 。） が高額施設訓練等支援費算定基準額を超える場合に施設支給決定知的障害者 （ 施設支給決定知的障害者が支

給決定障害者等 （ 障害者自立支援法第 ５ 条第17項第 ２ 号に規定する支給決定障害者等をい う 。 以下この項において同じ 。）

又は施設支給決定身体障害者 （ 身体障害者福祉法第17条の11第 ５ 項に規定する施設支給決定身体障害者をい う 。 以下この項

において同じ 。） である場合を除 く 。） に支給する ものと し 、 その額は 、 利用者負担世帯合算額から高額施設訓練等支援費

算定基準額を控除し て得た額に施設支給決定知的障害者按分率 （ 施設支給決定知的障害者が同一の月に受けたサービスに係

る次に掲げる額を合算し た額 （ 以下 「 施設支給決定知的障害者利用者負担合算額 」 と い う 。） を利用者負担世帯合算額で除

し て得た率をい う 。） を乗じ て得た額とする 。  

一  同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者 （ 施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定知的障害者

が第 ３ 条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者とする 。 第 ３ 号において同じ 。） が同一の月に受けた

指定施設支援に係る法第15条の11第 ２ 項第 １ 号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給された同項の施設訓

練等支援費の合計額を控除し て得た額 

二  同一の世帯に属する施設支給決定身体障害者 （ 施設支給決定知的障害者及びその配偶者である施設支給決定身体障害者

が第 ３ 条第 ３ 項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者とする 。） が同一の月に受けた身体障害者福祉法第17

条の10第 １ 項に規定する指定施設支援に係る同条第 ２ 項第 １ 号に掲げる額の合計額から当該指定施設支援につき支給され

た同項の施設訓練等支援費の合計額を控除し て得た額 

三  同一の世帯に属する施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等 （ 高額介護サ

ービス費及び高額介護予防サービス費を除 く 。） の合計額に90分の 100 （ 介護保険法第50条又は第60条の規定が適用され

る場合にあつては 、 100 分の 100 を これらの規定に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の範囲内において市町村

が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を

控除し て得た額 
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四  同一の世帯に属する支給決定障害者等 （ 施設支給決定知的障害者及びその配偶者である支給決定障害者等が第 ３ 条第 ３

項の規定の適用を受ける場合にあつては 、 これらの者とする 。） が同一の月に受けた障害者自立支援法第 ５ 条第 １ 項に規

定する障害福祉サービス （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された ものを含む 。 以下この号に

おいて 「 障害福祉サービス 」 と い う 。） に係る同法第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費及び訓練等給付費の

額並びに同法第30条第 ２ 項の規定によ り市町村が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額の合計額に90分の 100

（ 同法第31条の規定が適用される場合にあつては 、 100 分の 100 を同条に規定する 100 分の90を超え 100 分の 100 以下の

範囲内において市町村が定めた割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護

給付費等 （ 同法第19条第 １ 項に規定する介護給付費等をいい 、 同法附則第 ８ 条第 １ 項の規定によ り支給する給付を含

む 。） の合計額を控除し て得た額 

２  施設支給決定知的障害者が 、 次条第 ２ 号から第 ４ 号までに掲げる者であつて 、 前項第 ３ 号に掲げる額が同条第 ２ 号から第

４ 号までに定める額を超える と きは 、 同項第 ３ 号に掲げる額は同条第 ２ 号から第 ４ 号までに定める額とする 。 この場合にお

いて 、 施設支給決定知的障害者利用者負担合算額の合算の対象とする同項第 ３ 号に掲げる額は 、 同条第 ２ 号から第 ４ 号まで

に定める額に厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た率を乗じ て得た額とする 。  

３  施設支給決定知的障害者が 、 第 ３ 条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であつて 、 当該施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた

サービスに係る施設支給決定知的障害者利用者負担合算額から同号に定める額を控除し て得た額が 、 第 １ 項の規定によ り当

該施設支給決定知的障害者に対し て支給されるべき高額施設訓練等支援費の額を超える と きは 、 当該施設支給決定知的障害

者に支給される高額施設訓練等支援費の額は 、 同項の規定にかかわらず 、 当該施設支給決定知的障害者利用者負担合算額か

ら同号に定める額を控除し て得た額とする 。  

４  高額施設訓練等支援費の支給に関する手続に関し て必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 高額施設訓練等支援費算定基準額 ）   

第 ７ 条の ４  前条第 １ 項の高額施設訓練等支援費算定基準額 （ 次項において 「 高額施設訓練等支援費算定基準額 」 と い う 。）

は 、 次の各号に掲げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める額と する 。  

一  第 ３ 条第 １ 項第 １ 号に掲げる者  37,200 円 

二  第 ３ 条第 １ 項第 ２ 号及び第 ３ 号に掲げる者 （ 次号に掲げる者を除 く 。）  24,600 円 

三  第 ３ 条第 １ 項第 ３ 号に掲げる者であつて 、 その属する世帯に係る利用者負担世帯合算額が 24,600 円未満である ものの う

ち 、 施設支給決定知的障害者利用者負担合算額が 15,000 円以上である もの  15,000 円 

四  第 ３ 条第 １ 項第 ４ 号に掲げる者  零 

２  前項第 ２ 号又は第 ３ 号に掲げる施設支給決定知的障害者の う ち 、 指定知的障害者更生施設等に入所する者 （ 指定知的障害

者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。）、指定身体障害者更生施設等に入所する

者 （ 指定身体障害者更生施設等に通 う 者その他の厚生労働省令で定める者及び20歳未満の者を除 く 。） 又は共同生活援助に

係る支給決定を受けた者であつて 、 その所有する現金 、 預貯金等及び郵便貯金の合計額が少額である こ と その他の厚生労働

省令で定める要件に該当する ものの高額施設訓練等支援費算定基準額は 、 前項の規定にかかわらず 、 同項第 ２ 号中 「 24,600

円 」 と あるのは 「 零以上 24,600 円以下の範囲内で施設支給決定知的障害者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と

こ ろによ り算定し た額 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 15,000 円 」 と あるのは 「 零以上 15,000 円以下の範囲内で施設支給決定知的障害

者の所得の状況を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し た額 」 とする 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給 ）   

第 ７ 条の ５  法第15条の14の ４ の特定入所者食費等給付費について 、 市町村は 、 指定知的障害者更生施設等における食事の提

供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案し て厚生労働大臣が定める費用の額 （ 以下この条において 「 食費等の基準費用

額 」 と い う 。） から 、 平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況及び特定入所者 （ 法第15条の14の ４ 第 １ 項に

規定する特定入所者をい う 。 以下同じ 。） の所得の状況その他の事情を勘案し て厚生労働省令で定める と こ ろによ り算定し

た額 （ 以下この条において 「 食費等の負担限度額 」 と い う 。） を控除し た額 （ その額が現に食事の提供及び居住に要する費

用の額を超える と きは 、 当該現に食事の提供及び居住に要し た費用の額 ） を支給する 。  

２  厚生労働大臣は 、 食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を定めた後に 、 指定知的障害者更生施設等における食事の

提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著し く 変動し た と きは 、 速やかにそれらの額を改定し なければな ら ない 。  

３  市町村は 、 第 １ 項の規定にかかわらず 、 特定入所者が指定知的障害者更生施設等に対し 、 食事の提供及び居住に要する費

用と し て 、 食費等の基準費用額 （ 法第15条の14の ４ 第 ２ 項において準用する法第15条の12第 ９ 項の規定によ り特定入所者食

費等給付費の支給があつた ものとみな された特定入所者にあつては 、 食費等の負担限度額 ） を超える金額を支払つた場合に

は 、 特定入所者食費等給付費を支給し ない 。  

４  前 ３ 項に規定する もののほか 、 特定入所者食費等給付費の支給及び指定知的障害者更生施設等の特定入所者食費等給付費

の請求に関し て必要な事項は 、 厚生労働省令で定める 。  

（ 特定入所者食費等給付費の支給に関する読替え ）   

第 ７ 条の ６  法第15条の14の ４ 第 ２ 項の規定による技術的読替えは 、 次の表のと お り とする 。  

法の規定中読み替える規定 読み替え られる字句 読み替える字句 

第15条の12第 ７ 項 施設支給決定知的障害者 特定入所者 （ 第15条の14の ４ 第 １ 項に規

定する特定入所者をい う 。 以下この条に

おいて同じ 。）  

施設支給決定知的障害者 特定入所者 第15条の12第 ８ 項 

当該指定施設支援に要し た費用 （ 特定費

用を除 く 。）  

当該指定知的障害者更生施設等における

食事の提供及び居住に要し た費用 

前項 第15条の14の ４ 第 ２ 項において準用する

前項 

第15条の12第 ９ 項 

施設支給決定知的障害者 特定入所者 

第15条の12第10項 前条第 ２ 項第 １ 号の市町村長が定める基

準及び第15条の26に規定する指定知的障

害者更生施設等の設備及び運営に関する

知的障害者福祉法施行令第 ７ 条の ５ 第 １

項及び第 ３ 項の規定 
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基準 （ 指定施設支援の取扱いに関する部

分に限る 。）  

第15条の12第11項 前項 第15条の14の ４ 第 ２ 項において準用する

前項 

第 ８ 条の見出し中 「 知的障害者居宅介護 」 を 「 居宅介護等 」 に改め 、 同条中 「 知的障害者居宅介護の措置 」 を 「 障害者自立

支援法第 ５ 条第 ２ 項に規定する居宅介護 、 同条第 ４ 項に規定する行動援護又は同法附則第 ８ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する外出介

護 （ 以下この条において 「 居宅介護等 」 と い う 。） の措置 」 に 、 「 知的障害者居宅介護を 」 を 「 居宅介護等を 」 に 、 「 知的障

害者居宅介護の提供 」 を 「 居宅介護等の提供 」 に改める 。  

第 ９ 条の見出し中 「 知的障害者デイサービス 」 を 「 障害者デイサービス 」 に改め 、 同条中 「 知的障害者デイサービスの 」 を

「 障害者自立支援法附則第 ８ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する障害者デイサービス （ 以下この条において 「 障害者デイサービス 」 と

い う 。） の 」 に 、 「 知的障害者デイサービスを 」 を 「 障害者デイサービスを 」 に改める 。  

第10条の見出し中 「 知的障害者短期入所 」 を 「 短期入所 」 に改め 、 同条中 「 知的障害者短期入所の 」 を 「 障害者自立支援法

第 ５ 条第 ８ 項に規定する短期入所 （ 以下この条において 「 短期入所 」 と い う 。） の 」 に 、 「 知的障害者短期入所を 」 を 「 短期

入所を 」 に改める 。  

第11条 （ 見出し を含む 。） 中 「 知的障害者地域生活援助 」 を 「 共同生活援助 」 に改める 。  

第12条中 「 第25条第 １ 項又は第26条第 １ 項 」 を 「 第25条又は第26条 」 に改め 、 同条第 ２ 号中 「 第22条第 ２ 号 」 を 「 第22条第

１ 号の ３ 又は第 ２ 号 」 に 、 「 第16条第 １ 項第 ２ 号 」 を 「 第15条の32第 １ 項又は第16条第 １ 項第 ２ 号 」 に改め 、 同条第 ３ 号中

「 第22条第 １ 号の ３ 」 を 「 第22条第 １ 号の ２ 」 に改め 、 「（同条第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。）」 を削り 、 「 要し た費

用 」 の下に「（同条第 １ 項に規定する特定費用を除 く 。）」 を加え 、 「 厚生労働大臣が定める基準によつて 」 を 「 厚生労働省令で

定める と こ ろによ り 」 に改め 、 「 算定し た額 」 の下に「（同条第 ３ 項の規定が適用される場合にあつては第 ３ 条第 １ 項各号に掲

げる者の区分に応じ 、 当該各号に定める額 （ 同条第 ２ 項の規定が適用される場合にあつては 、 同項に規定する額 ） と し 、 法第

15条の14の ２ の規定が適用される場合にあつては法第15条の11第 ２ 項第 ２ 号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村が

定めた額とする 。）」 を加え 、 同条に次の １ 号を加える 。  

四  法第22条第 １ 号の ２ に掲げる費用の う ち法第15条の14の ３ 第 １ 項又は第15条の14の ４ 第 １ 項の高額施設訓練等支援費又は

特定入所者食費等給付費の支給に要する費用については 、 当該年度において現に要し た当該費用の額 （ その費用のための収

入がある と きは 、 その収入の額を控除する ものとする 。）  

第13条を次のよ う に改める 。  

第13条  削除 

（ 地方自治法施行令の一部改正 ）  

第18条  地方自治法施行令の一部を次のよ う に改正する 。  

第 174 条の26第 １ 項中 「 第 ６ 条の ２ 第 ６ 項に規定する児童居宅生活支援事業等 （ 以下この条において 「 児童居宅生活支援事

業等 」 と い う 。）」 を 「 第34条の ３ 第 １ 項に規定する障害児相談支援事業等 （ 以下この条において 「 障害児相談支援事業等 」 と

い う 。）」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 第21条の ３ 第 １ 項 （ 同法第21条の ９ 第 ８ 項において準用する場合を含む 。）」 を 「 第21条の ９

の ４ 第 １ 項 」 に 、 「 同法第21条の ３ 第 ３ 項 」 を 「 同条第 ３ 項 」 に改め 、 同条第 ６ 項中 「 、 第55条並びに第55条の ２ 」 を 「 並び

に第55条 」 に改め 、 同条第 ７ 項及び第 ８ 項中 「 児童居宅生活支援事業等 」 を 「 障害児相談支援事業等 」 に改める 。  

第 174 条の28第 １ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体障害者相談支援事業等 」 に 、 「 第 ５ 項及び第 ６ 項 」 を

「 第 ４ 項及び第 ５ 項 」 に改め 、 同条第 ２ 項を削り 、 同条第 ３ 項中 「 第 １ 項の 」 を 「 前項の 」 に改め 、 「 業務 」 の下に 「 並びに

障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第22条第 ２ 項及び第 ３ 項 、 第26条第 １ 項並びに第74条に規定する業務 」 を加え 、  

同項を同条第 ２ 項と し 、 同条中第 ４ 項を第 ３ 項と し 、 第 ５ 項を第 ４ 項と し 、 同条第 ６ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」

を 「 身体障害者相談支援事業等 」 に改め 、 同項を同条第 ５ 項と し 、 同条第 ７ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体

障害者相談支援事業等 」 に改め 、 同項を同条第 ６ 項とする 。  

第 174 条の30の ３ 第 １ 項中 「 知的障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 知的障害者相談支援事業 」 に改め 、 同条第 ２ 項中 「 業

務 」 の下に 「 並びに障害者自立支援法第22条第 ２ 項及び第 ３ 項並びに第26条第 １ 項に規定する業務 」 を加え 、 同条第 ５ 項及び

第 ６ 項中 「 知的障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 知的障害者相談支援事業 」 に改める 。  

第 174 条の31の ３ 第 ２ 項中 「 第20条第 ６ 項 」 を 「 第20条第 ７ 項 」 に 、 「 第21条の ３ 第 １ 項 」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 １ 項 」 に

改める 。  

第 174 条の32及び第 174 条の33を次のよ う に改める 。  

（ 障害者の自立支援に関する事務 ）   

第 174 条の32  地方自治法第 252 条の19第 １ 項の規定によ り 、 指定都市が処理する障害者の自立支援に関する事務は 、 障害者

自立支援法第 ２ 章第 １ 節 、 第 ２ 節第 ３ 款及び第 ５ 款並びに第 ３ 節並びに第 ４ 章並びに障害者自立支援法施行令 （ 平成18年政

令第10号 ） の規定によ り 、 都道府県が処理する こ と と されている事務 （ 同法第74条第 ２ 項の規定による協力その他市町村に

対する必要な援助 、 指定都市が行 う 同法第79条第 １ 項第 １ 号に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第81条の規定によ

る質問等及び同法第82条の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除 く 。） とする 。 この場合においては 、 第 ３ 項及

び第 ４ 項において特別の定めがある ものを除き 、 同法及び同令中都道府県に関する規定 （ 前段括弧内に掲げる事務に係る規

定を除 く 。） は 、 指定都市に関する規定と し て指定都市に適用がある ものとする 。  

２  指定都市の市長は 、 前項の規定によ り障害者自立支援法第73条第 １ 項の規定による事務を管理し及び執行する場合におい

ては 、 同条第 ３ 項の意見の聴取に関し 、 社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結する も

のとする 。  

３  第 １ 項の場合においては 、 障害者自立支援法第94条第 １ 項 （ 第 ２ 号を除 く 。） の規定は 、 これを適用し ない 。  

４  第 １ 項の場合においては 、 障害者自立支援法第11条第 １ 項中 「 自立支援給付に関し て 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 障害

者自立支援法施行令第 １ 条第 ２ 号に規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。 以下この項において同じ 。） に

関し て 」 と 、 同条第 ２ 項中 「 自立支援給付に関し て 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ２ 号に

規定する更生医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。） に関し て 」 と 、 「 、 自立支援給付対象サービス等 」 と あるのは 「 、

当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等 」 と 、 同法第79条第 ２ 項及び第 ４ 項中 「 及び都道府県 」 と あるのは 「 、

都道府県及び指定都市 」 と 、 同法第81条第 １ 項中 「 設置者 」 と あるのは 「 設置者 （ いずれも都道府県を除 く 。）」 と 、 同法第
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82条第 １ 項中 「 移動支援事業を行 う 者 」 と あるのは 「 移動支援事業を行 う 者 （ 都道府県を除 く 。）」 と 、 同条第 ２ 項中 「 福祉

ホームの設置者 」 と あるのは 「 福祉ホームの設置者 （ いずれも都道府県を除 く 。）」 と読み替える ものとする 。  

５  指定都市がその事務を処理するに当たつては 、 地方自治法第 252 条の19第 ２ 項の規定によ り 、 障害者自立支援法第81条第

１ 項の規定によ る障害福祉サービス事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第82条の規定による障害福

祉サービス事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は 、 これを適用し ない 。  

第 174 条の33  削除 

第 174 条の36の ２ 第 １ 項中 「 並びに指定都市が行 う 同法第50条の ３ 第 １ 項に規定する精神障害者居宅生活支援事業 （ 以下こ

の条及び第 174 条の49の19の ２ において 「 精神障害者居宅生活支援事業 」 と い う 。） に係る同法第50条の ３ の ３ の規定による

質問等及び同法第50条の ３ の ４ の規定による制限又は停止の命令 」 を削り 、 同条第 ２ 項中 「 指定都市は 、」 の下に 「 条例で 」

を加え 、 「 ） 及び 」 を 「 ） を置 く こ とができ 、 又は 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 、 第10条及び第11条 」 及び 「 、 第10条第 ３ 項 」

を削り 、 同条第 ５ 項中 「 第 ４ 条の ２ 第 ２ 項 、 第 ５ 条の ３ 」 を 「 第 ５ 条 」 に改め 、 同条第 ６ 項中 「 、 第50条の ２ の ５ 第 ２ 項 、 第

50条の ３ の ４ 第 ２ 項 」 及び 「 、 同法第32条第 ３ 項中 「 市町村長を経て 、 都道府県知事 」 と あるのは 「 指定都市の市長 」 と 」 を

削り 、 「 同法第50条の ３ 第 １ 項及び第 ３ 項中 「 及び都道府県 」 と あるのは 「 、 都道府県及び指定都市 」 と 、 同法第50条の ３ の

３ 第 １ 項及び第50条の ３ の ４ 第 １ 項中 「 精神障害者居宅生活支援事業を行 う 者 」 と あるのは 「 精神障害者居宅生活支援事業を

行 う 者 （ 都道府県を除 く 。）」 と 、 同法第51条第 ３ 項 」 を 「 同法第51条第 １ 項 」 に改め 、 「 、 同条第 ４ 項第 ２ 号中 「 精神障害者

社会適応訓練事業 」 と あるのは 「 精神障害者居宅生活支援事業及び精神障害者社会適応訓練事業 」 と 、 同項第 ３ 号中 「 前 ２

項 」 と あるのは 「 第 １ 項及び前項 」 と 」 及び 「 第 ４ 条の ２ 第 １ 項中 「 市町村長 （ 特別区の長を含む 。 以下同じ 。） が申請書 」

と あるのは 「 申請書 」 と 、 同条第 ３ 項及び第 ４ 項並びに同令 」 を削り 、 同条第 ７ 項中 「 、 同法第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 を 「 及

び同法第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 に改め 、 「 、 同法第50条の ３ の ３ 第 １ 項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての

都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第50条の ３ の ４ 第 １ 項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止

についての都道府県知事の命令に関する規定 」 を削る 。  

第 174 条の49の ２ 第 １ 項第10号中 「 第 ６ 条の ２ 第 ５ 項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条第10項 」 を 「 第 ６ 条の ２ 第

１ 項 」 に改め 、 同項第14号中 「 及び同条第 ４ 号から第 ５ 号の ２ まで 」 を 「 並びに同条第 ５ 号及び第 ５ 号の ２ 」 に改め 、 同条第

２ 項中「「児童居宅生活支援事業等 」 と あるのは 「 児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業 」 と 」 を「「障害児相談支援事

業及び児童自立生活援助事業 （ 以下 「 障害児相談支援事業等 」 と い う 。）」 と あるのは 「 障害児相談支援事業 」 と 」 に 、  

「 児童居宅生活支援事業等を 」 を 「 障害児相談支援事業等を 」 に 、 「 児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業 」 を 「 障

害児相談支援事業 」 に改め 、 同条第 ３ 項中 「 、 第55条並びに 」 を削り 、 「 、 第54条 （ 」 を 「 及び第54条 （ 」 に改め 、 「 、 第55

条及び 」 を削り 、 「「児童居宅生活支援事業等 」 と あるのは 「 同法第 ６ 条の ２ 第 ５ 項に規定する児童居宅生活支援事業及び同条

第10項に規定する障害児相談支援事業 」 と 」 を「「障害児相談支援事業等 」 と あるのは 「 同法第 ６ 条の ２ 第 １ 項に規定する障害

児相談支援事業 」 と 」 に改める 。  

第 174 条の49の ４ 第 １ 項及び第 ２ 項中 「 身体障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 身体障害者相談支援事業等 」 に改め 、  

同条第 ３ 項中 「 第 174 条の28第 ２ 項 、 第 ５ 項及び第 ７ 項 」 を 「 第 174 条の28第 ４ 項及び第 ６ 項 」 に 、 「 同条第 ２ 項中 「 前項 」

と あ り 、 同条第 ５ 項 」 を 「 同条第 ４ 項 」 に 、 「 同条第 ７ 項 」 を 「 同条第 ６ 項 」 に改める 。  

第 174 条の49の ７ 第 １ 項第 ２ 号中 「 及び精神障害者居宅生活支援事業 」 を削る 。  

第 174 条の49の ８ 第 １ 項及び第 ２ 項中 「 知的障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 知的障害者相談支援事業 」 に改める 。  

第 174 条の49の12を次のよ う に改める 。  

（ 障害者の自立支援に関する事務 ）   

第 174 条の49の12  地方自治法第 252 条の22第 １ 項の規定によ り 、 中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は 、 障害

者自立支援法第 ２ 章第 １ 節 、 第 ２ 節第 ３ 款及び第 ５ 款並びに第 ３ 節並びに第 ４ 章並びに障害者自立支援法施行令の規定によ

り 、 都道府県が処理する こ と と されている事務 （ 同法第74条第 ２ 項の規定によ る協力その他市町村に対する必要な援助 、 中

核市が行 う 同法第79条第 １ 項に規定する障害福祉サービス事業に係る同法第81条の規定による質問等及び同法第82条の規定

による制限又は停止の命令に関する事務を除 く 。） とする 。 この場合においては 、 次項及び第 ３ 項において特別の定めがあ

る ものを除き 、 同法及び同令中都道府県に関する規定 （ 前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除 く 。） は 、 中核市に関する

規定と し て中核市に適用がある ものとする 。  

２  前項の場合においては 、 障害者自立支援法第 ８ 条第 １ 項中 「 自立支援給付を 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 障害者自立支

援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。） を 」 と 、 同条第 ２ 項中 「 自立支援

医療費 」 と あるのは 「 自立支援医療費 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る ものを除

く 。）」 と 、 同法第 ９ 条第 １ 項中 「 自立支援給付 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定

する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。）」 と 、 同法第10条第 １ 項中 「 、 自立支援給付 」 と あるのは 「 、 自立

支援給付 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。）」 と 、 同法

第11条第 １ 項中 「 自立支援給付に関し て 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 第19条第 １ 項に規定する介護給付費等及び高額障害

福祉サービス費 （ いずれも精神障害者に係る ものを除 く 。） 並びに障害者自立支援法施行令第 １ 条第 １ 号に規定する育成医

療に係る自立支援医療費の支給に限る 。 以下この項において同じ 。） に関し て 」 と 、 同条第 ２ 項中 「 自立支援給付に関し

て 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 第19条第 １ 項に規定する介護給付費等及び高額障害福祉サービス費 （ いずれも精神障害者

に係る ものを除 く 。） 並びに障害者自立支援法施行令第 １ 条第 １ 号に規定する育成医療に係る自立支援医療費の支給に限

る 。） に関し て 」 と 、 「 、 自立支援給付対象サービス等 」 と あるのは 「 、 当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービ

ス等 」 と 、 同法第12条中 「 自立支援給付 」 と あるのは 「 自立支援給付 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精

神通院医療に係る自立支援医療費の支給を除 く 。）」 と 、 同法第48条第 １ 項中 「 と きは 、 指定障害福祉サービス事業者 」 と あ

るのは 「 と きは 、 指定障害福祉サービス事業者 （ 附則第10条第 １ 項 、 第 ４ 項及び第 ５ 項並びに第11条第 １ 項の規定によ り第

29条第 １ 項の指定を受けた ものとみな された この法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業 、 精神障害者短期入所

事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っ ている者を除 く 。 以下この項において同じ 。）」 と 、 同法第49条第 １ 項中 「 、 指

定障害福祉サービス事業者 」 と あるのは 「 、 指定障害福祉サービス事業者 （ 附則第10条第 １ 項 、 第 ４ 項及び第 ５ 項並びに第

11条第 １ 項の規定によ り第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみな された この法律の施行の日において精神障害者居宅介護等

事業 、 精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っ ている者を除 く 。）」 と 、 同法第50条第 １ 項各号列記

以外の部分中 「 指定障害福祉サービス事業者 」 と あるのは 「 指定障害福祉サービス事業者 （ 附則第10条第 １ 項 、 第 ４ 項及び
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第 ５ 項並びに第11条第 １ 項の規定によ り第29条第 １ 項の指定を受けた ものとみな された この法律の施行の日において精神障

害者居宅介護等事業 、 精神障害者短期入所事業及び精神障害者地域生活援助事業を行っ ている者を除 く 。）」 と 、 同法第51条

中 「 場合 」 と あるのは 「 場合 （ 附則第10条第 １ 項 、 第 ４ 項及び第 ５ 項並びに第11条第 １ 項の規定によ り第29条第 １ 項の指定

を受けた ものとみな された この法律の施行の日において精神障害者居宅介護等事業 、 精神障害者短期入所事業及び精神障害

者地域生活援助事業を行っ ている者に係る ものを除 く 。）」 と 、 同法第54条第 １ 項中 「 申請 」 と あるのは 「 申請 （ 障害者自立

支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る ものを除 く 。）」 と 、 同条第 ２ 項中 「 医療機関 （ 」 と あるのは 「 医

療機関 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る ものを除 く 。」 と 、 同法第66条第 １ 項中 「 自

立支援医療の実施 」 と あるのは 「 自立支援医療 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療を除 く 。）

の実施 」 と 、 「 と きは 、 指定自立支援医療機関 」 と あるのは 「 と きは 、 当該自立支援医療に係る指定自立支援医療機関 」 と 、

同法第67条第 １ 項中 「 自立支援医療を 」 と あるのは 「 自立支援医療 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神

通院医療を除 く 。） を 」 と 、 同法第73条第 １ 項中 「 並びに自立支援医療費 」 と あるのは 「 並びに自立支援医療費 （ 障害者自

立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る ものを除 く 。）」 と 、 同条第 ３ 項及び第 ４ 項中 「 自立支援医療費

等 」 と あるのは 「 自立支援医療費等 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第 ３ 号に規定する精神通院医療に係る ものを除 く 。）」

と 、 同法第79条第 ２ 項及び第 ４ 項中 「 及び都道府県 」 と あるのは 「 、 都道府県及び中核市 」 と 、 同法第81条第 １ 項中 「 設置

者 」 と あるのは 「 設置者 （ いずれも都道府県を除 く 。）」 と 、 同法第82条第 １ 項中 「 移動支援事業を行 う 者 」 と あるのは 「 移

動支援事業を行 う 者 （ 都道府県を除 く 。）」 と 、 同条第 ２ 項中 「 福祉ホームの設置者 」 と あるのは 「 福祉ホームの設置者 （ い

ずれも都道府県を除 く 。）」 と 、 同法第94条第 １ 項第 １ 号中 「 費用 」 と あるのは 「 費用 （ 精神障害者に係る ものに限る 。）」 と 、

障害者自立支援法施行令第33条中 「 支給認定障害者等 」 と あるのは 「 支給認定障害者等 （ 障害者自立支援法施行令第 １ 条第

３ 号に規定する精神通院医療に係る者を除 く 。）」 とする 。  

３  第 174 条の32第 ２ 項及び第 ５ 項の規定は 、 中核市について準用する 。 この場合において 、 同条第 ２ 項中 「 前項 」 と あるの

は 「 第 174 条の49の12第 １ 項 」 と 、 同条第 ５ 項中 「 第 252 条の19第 ２ 項 」 と あるのは 「 第 252 条の22第 ２ 項 」 と読み替える

ものとする 。  

第 174 条の49の19の ２ 中 「 、 同法第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 を 「 及び同法第50条の ２ の ５ 第 １ 項 」 に改め 、 「 、 同法第50条の

３ の ３ 第 １ 項の規定による精神障害者居宅生活支援事業についての都道府県知事の報告の徴収等に関する規定及び同法第50条

の ３ の ４ 第 １ 項の規定による精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定 」 を削

る 。  

別表第 ２ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 （ 昭和25年政令第 155 号 ） の項中 「 第 ４ 条の ２ 第 ２ 項から第 ４ 項

まで 、 第 ５ 条の ３ 」 を 「 第 ５ 条 」 に改める 。  

（ 関税定率法施行令の一部改正 ）  

第19条  関税定率法施行令 （ 昭和29年政令第 155 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第16条の ２ 第 ２ 項中 「 第 ３ 項第 ５ 号 」 を 「 第 ３ 項第 ４ 号の ２ 若し く は第 ５ 号 」 に改める 。  

（ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正 ）  

第20条  銃砲刀剣類所持等取締法施行令 （ 昭和33年政令第33号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ５ 条の ２ 第 １ 号を次のよ う に改める 。  

一  統合失調症 

（ 道路交通法施行令の一部改正 ）  

第21条  道路交通法施行令 （ 昭和35年政令第 270 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第33条の ２ の ３ 第 １ 項中 「 精神分裂病 」 を 「 統合失調症 」 に改める 。  

（ 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正 ）  

第22条  社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 （ 昭和36年政令第 286 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条第 ５ 号中 「 同法に規定する身体障害者デイサービス事業 」 を 「 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） に規定す

る障害者デイサービス （ 同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る 。

以下この号において同じ 。） を行 う 事業 」 に 、 「（身体障害者デイサービス事業 」 を「（障害者デイサービスを行 う 事業 」 に改め

る 。  

第 ２ 条を次のよ う に改める 。  

（ 特定社会福祉事業 ）   

第 ２ 条  法第 ２ 条第 ２ 項第 ３ 号に規定する政令で定める社会福祉事業は 、 障害者自立支援法第79条第 ２ 項の規定による届出が

な された障害福祉サービス事業 （ 同法附則第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス とみな された事業を含む 。） の う ち

児童デイサービス 、 短期入所又は障害者デイサービスを行 う 事業とする 。  

（ 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第23条  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法 （ 昭和36年法律第 155 号 ） 第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し て

いる退職手当共済契約 （ 旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉セン ターの う ち 、 旧身体障害者福祉法に規定する身体

障害者デイサービス事業を行 う ものであっ て 、 厚生労働大臣が定める基準に適合する もの （ 身体障害者デイサービス事業を行

う 部分に限る 。） に係る ものに限る 。） は 、 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉セン ターの う ち 、 法に規定する障害

者デイサービス （ 旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る 。 以下この項において同じ 。） を行 う 事業を

行 う ものであっ て 、 厚生労働大臣が定める基準に適合する もの （ 障害者デイサービスを行 う 事業を行 う 部分に限る 。） に係る

退職手当共済契約とみなす 。  

２  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し ている退職手当共済契約 （ 法附則

第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の ３ 第 １ 項の規定による届出がな された精神障

害者居宅生活支援事業に係る ものに限る 。） は 、 法第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業 （ 法附則

第 ８ 条第 ２ 項の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業を含む 。 以下この条において同じ 。） の う ち居宅介護 、 行

動援護 、 外出介護 、 短期入所又は共同生活援助を行 う 事業に係る退職手当共済契約とみなす 。  

３  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し ている退職手当共済契約 （ 旧児童

福祉法第34条の ３ 第 １ 項の規定による届出がな された児童居宅生活支援事業の う ち児童短期入所事業 、 旧身体障害者福祉法第

26条第 １ 項の規定による届出がな された身体障害者居宅生活支援事業の う ち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法
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第18条の規定による届出がな された知的障害者居宅生活支援事業の う ち知的障害者短期入所事業に限る 。） は 、 法第79条第 ２

項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業の う ち短期入所を行 う 事業に係る退職手当共済契約とみなす 。  

４  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し ている退職手当共済契約 （ 旧児童

福祉法第34条の ３ 第 １ 項の規定による届出がな された児童居宅生活支援事業の う ち児童デイサービス事業に係る ものに限

る 。） は 、 法第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業の う ち児童デイサービスを行 う 事業に係る退職

手当共済契約とみなす 。  

５  施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第 ４ 条第 １ 項の規定によ り成立し ている退職手当共済契約 （ 旧身体

障害者福祉法第26条第 １ 項の規定による届出がな された身体障害者居宅生活支援事業の う ち身体障害者デイサービス事業又は

旧知的障害者福祉法第18条の規定による届出がな された知的障害者居宅生活支援事業の う ち知的障害者デイサービス事業に係

る ものに限る 。） は 、 法第79条第 ２ 項の規定による届出がな された障害福祉サービス事業の う ち障害者デイサービス事業に係

る退職手当共済契約とみなす 。  

（ 母子保健法施行令の一部改正 ）  

第24条  母子保健法施行令 （ 昭和40年政令第 385 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条中 「 第20条第 ６ 項 」 を 「 第20条第 ７ 項 」 に 、 「 第21条の ３ 第 ３ 項 」 を 「 第21条の ９ の ４ 第 ３ 項 」 に改める 。  

（ 水源地域対策特別措置法施行令の一部改正 ）  

第25条  水源地域対策特別措置法施行令 （ 昭和49年政令第27号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第11号中 「 第 ５ 条の ２ 第 ３ 項 」 の下に 「 に規定する便宜 」 を加え 、 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第

４ 条の ２ 第 ３ 項に規定する 」 を 「 身体障害者若し く はその介護を行 う 者につき手芸 、 工作その他の創作的活動 、 機能訓練 、 介

護方法の指導その他の国土交通省令で定める 」 に 、 「 あわせて 」 を 「 併せて 」 に改める 。  

（ 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正 ）  

第26条  公害健康被害の補償等に関する法律施行令 （ 昭和49年政令第 295 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ７ 条第 １ 項に次の １ 号を加える 。  

二十八  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ）  

（ 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正 ）  

第27条  社会福祉士及び介護福祉士法施行令 （ 昭和62年政令第 402 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条中 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号）」の下に 「 、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法

律第 123 号）」を 、 「 児童扶養手当法 （ 昭和36年法律第 238 号）」の下に 「 、 老人福祉法 （ 昭和38年法律第 133 号）」を加え 、 「 及

び児童手当法 （ 昭和46年法律第73号）」を 「 、 児童手当法 （ 昭和46年法律第73号 ）、 介護保険法 （ 平成 ９ 年法律第 123 号 ） 及び

障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号）」に改める 。  

 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴 う 経過措置 ）  

第28条  社会福祉士及び介護福祉士法第 ３ 条第 ３ 号の規定は 、 施行日以後にし た行為によ り前条の規定による改正後の社会福祉

士及び介護福祉士法施行令第 １ 条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し 、 施行日前にし た

行為によ り前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第 １ 条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に

処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による 。  

( 消費税法施行令の一部改正 ）  

第29条  消費税法施行令 （ 昭和63年政令第 360 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第14条第 ７ 号中 「 育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給に係る医療及び 」 を削り 、 「 第21条の ９ の ２ 」 を 「 第21

条の ９ の ６ 」 に 、 「 並びに 」 を 「 及び 」 に改め 、 同号の次に次の １ 号を加える 。  

七の ２  身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第18条第 ４ 項 （ 障害福祉サービス 、 施設入所等の措置 ） に規定する指

定医療機関への委託措置に係る医療 

第14条の ３ 第 ５ 号中 「 、 児童福祉法第 ６ 条の ２ 第 ６ 項 （ 児童居宅生活支援事業等 ） に規定する児童居宅生活支援事業等 」 を

削り 、 「 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ） 第26条第 １ 項 （ 事業の開始等 ） に規定する身体障害者居宅生活支援事業

等 、 知的障害者福祉法第18条 （ 知的障害者居宅生活支援事業等の開始 ） に規定する知的障害者居宅生活支援事業等 」 を 「 障害

者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第 １ 項 （ 定義 ） に規定する障害福祉サービス事業 （ 同項に規定する居宅介護 、

行動援護 、 児童デイサービス 、 短期入所及び共同生活援助に係る ものに限る 。）、同法附則第 ８ 条第 ２ 項 （ 介護給付費等及び障

害福祉サービスに関する経過措置 ） の規定によ り障害福祉サービス事業とみな された事業 」 に改める 。  

（ 臓器の移植に関する法律附則第11条第 １ 項の法律を定める政令の一部改正 ）  

第30条  臓器の移植に関する法律附則第11条第 １ 項の法律を定める政令 （ 平成 ９ 年政令第 311 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第55号を第56号と し 、 第54号の次に次の １ 号を加える 。  

五十五  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 （ 平成15年法律第 110 号 ）  

本則に次の １ 号を加える 。  

五十七  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ）  

（ 精神保健福祉士法施行令の一部改正 ）  

第31条  精神保健福祉士法施行令 （ 平成10年政令第 ５ 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 １ 条中 「 及び社会福祉士及び介護福祉士法 （ 昭和62年法律第30号）」を 「 、 社会福祉士及び介護福祉士法 （ 昭和62年法律第

30号 ） 及び障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号）」に改める 。  

（ 日本郵政公社法施行令の一部改正 ）  

第32条  日本郵政公社法施行令 （ 平成14年政令第 384 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第31条第 １ 項第 １ 号中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同項第 ３ 号を次のよ う に改める 。  

三  削除 

第31条第 １ 項第43号を次のよ う に改める 。   

四十三  削除 

第31条第 ２ 項の表児童福祉法第21条の ９ 第 ４ 項の項中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同表身体障害

者福祉法第19条の ２ 第 １ 項の項を削る 。  

身体障害者福祉法第19条の ２ 第 １ 項 その主務大臣 日本郵政公社 
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（ 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正 ）  

第33条  独立行政法人福祉医療機構法施行令 （ 平成15年政令第 393 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 ２ 号中 「 事業 」 の下に 「 の う ち 、 別に厚生労働大臣が定める事業 」 を加え 、 同条第 ４ 号中 「 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律第50条の ３ の ２ に規定する精神障害者居宅生活支援事業を行 う 医療法人又は 」 を 「 障害者自立支援法 （ 平

成17年法律第 123 号 ） 第36条第 １ 項の指定障害福祉サービス事業者 （ 同法第 ５ 条第 ２ 項の居宅介護 、 第 ８ 項の短期入所又は第

16項の共同生活援助の う ち 、 厚生労働大臣が定めるサービスを行 う ものに限る 。） である 」 に改める 。  

（ 国立大学法人法施行令の一部改正 ）  

第34条  国立大学法人法施行令 （ 平成15年政令第 478 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第22条第 １ 項第 ３ 号中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同項第 ６ 号を次のよ う に改める 。  

六  削除 

第22条第 １ 項第50号を次のよ う に改める 。  

五十  削除 

第22条第 ２ 項の表児童福祉法第21条の ９ 第 ４ 項の項中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同表身体障害

者福祉法第19条の ２ 第 １ 項の項を削る 。  

身体障害者福祉法第19条の ２ 第 １ 項 その主務大臣 当該病院若し く は診療所又は薬局を開

設する国立大学法人 

（ 独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正 ）  

第35条  独立行政法人国立病院機構法施行令 （ 平成15年政令第 516 号 ） の一部を次のよ う に改正する 。  

第16条第 １ 項第 １ 号中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同項第 ４ 号を次のよ う に改める 。  

四  削除 

第16条第 １ 項第35号を次のよ う に改める 。  

三十五  削除 

第16条第 ２ 項の表児童福祉法第21条の ９ 第 ４ 項の項中 「 第21条の ９ 第 ４ 項 」 を 「 第21条の ９ 第 ５ 項 」 に改め 、 同表身体障害

者福祉法第19条の ２ 第 １ 項の項を削る 。  

身体障害者福祉法第19条の ２ 第 １ 項 その主務大臣 独立行政法人国立病院機構 

（ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令の一部改正 ）  

第36条  心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 （ 平成16年政令第 310 号 ） の一部

を次のよ う に改正する 。  

第11条第 １ 号中 「 、 第49条 」 を 「 又は第49条 、 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第29条 」 に改める 。  

（ 地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正 ）  

第37条  地域における多様な需要に応じ た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 （ 平成17年政令第 257 号 ） の一部

を次のよ う に改正する 。  

第 ２ 条第 １ 号中 「 第 ４ 条第 ８ 項に規定する知的障害者デイサービス事業 、 同条第 ９ 項に規定する知的障害者短期入所事業 、

同条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業又は同条第11項 」 を 「 第 ４ 条 」 に改め 、 同条第 ２ 号中 「 第 ６ 条の ２ 第 ８ 項

に規定する児童デイサービス事業 、 同条第 ９ 項に規定する児童短期入所事業 、 同条第10項 」 を 「 第 ６ 条の ２ 第 １ 項 」 に 、 「 同

条第12項 」 を 「 同条第 ３ 項 」 に 、 「 同条第13項 」 を 「 同条第 ４ 項 」 に改め 、 同条第 ３ 号中 「 第 ４ 条の ２ 第 ７ 項に規定する身体

障害者デイサービス事業 、 同条第 ８ 項に規定する身体障害者短期入所事業 、 同条第 ９ 項 」 を 「 第 ４ 条の ２ 第 １ 項 」 に 、 「 同条

第10項 」 を 「 同条第 ２ 項 」 に改め 、 同条第 ４ 号中 「 若し く は同条第 ６ 項 」 を 「 又は同条第 ６ 項 」 に改め 、 「 又は同法第50条の

３ の ２ 第 ３ 項に規定する精神障害者短期入所事業若し く は同条第 ４ 項に規定する精神障害者地域生活援助事業の用に供する施

設 」 を削り 、 同条中第 ９ 号を第10号と し 、 第 ８ 号を第 ９ 号と し 、 第 ７ 号の次に次の １ 号を加える 。  

八  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第 ５ 条第 ７ 項に規定する児童デイサービスを行 う 事業 、 同条第 ８ 項に規定す

る短期入所を行 う 事業 、 同条第16項に規定する共同生活援助を行 う 事業又は同法附則第 ８ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する障害者

デイサービスを行 う 事業の用に供する施設 

 


